
重点戦略プランⅡ
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１ 重点戦略プランの目的 

 

重点戦略プランは、基本構想に掲げるまち

づくりの基本目標である「誰もがいきいきと

心豊かに暮らせる持続可能な市民都市かわ

さき」をめざして、７つの基本政策に基づき、

第3期実行計画期間（2011～2013年度）

に展開する施策のうち、重要な課題に対して

特に重点的・戦略的に取り組むことによっ

て、大きな施策成果の達成や課題の解決をめ

ざすとともに、他の施策を牽引し、総合計画

全体の着実な推進を先導していくことを目

的としています。 

 

２ 重点戦略プランの基本的な考え方 

 

(1) 課題の重要性 

「施策を通じて解決をめざす課題が重要か

つ市民にとって切実なもの」 

●市民の関心が高い課題への的確な対応 

●新たな飛躍に向けた重要な課題への対応

●川崎らしさを表現する特色ある取組 

 

(2) 手法・発想の戦略性 

「新たな手法や発想の転換によって大き

な成果・効果の達成をめざすもの」 

●新たな時代にふさわしい価値観 

●立地優位性や利便性の活用 

●相互信頼に基づくパートナーシップによ

る課題解決 

●市民が効果を実感できる施策展開 

●多様な事業主体や手法の適切な選択 

 

(3) 取組の重点性 

「計画期間内において特に重点的に取り組

むもの」 

●計画期間内における重点的な予算配分 

●施策目標の達成に向けた執行体制の整

備・強化 

３ 第 3期における取組 

 

第 3期の重点戦略プランでは、「人間都市｣

をはじめとした5つのキーワードを踏まえ、

基本構想の実現をめざすとともに、川崎再生

から「新たな飛躍」へ向けた取組を推進しま

す。 

また、重点戦略プランに位置付ける具体的

な施策課題については、第2期までの成果や

「第 3 期実行計画における基本的な視点

（12ページ参照）」などを踏まえて選定して

います。 

■新たな飛躍へ向けたまちづくりを進め

る5つのキーワード 

① 「人間都市」 

医療、健康、福祉、子育て、教育など「大

切な命を尊び育む」施策に、より一層力を

入れ、自助・共助・公助のバランスを保ち

ながら、お互いに支え合う地域福祉社会を

構築します。 

② 「安心快適都市」 

救急医療体制の充実を図るなど、市民の

日々の暮らしにおける安心の確保に取り

組むとともに、駅周辺における自転車の利

用環境の整備など、安全でより快適な地域

社会づくりを進めます。 

③ 「元気都市」 

首都圏における立地優位性や市内企業

に蓄積された優れた環境技術など川崎の

特徴と強みを活かし、国際貢献を進めると

ともに、都市として持続的に発展するため

の取組を進めます。 

④ 「安定持続都市」 

持続的に発展する活力ある地域社会と、

豊かな市民生活の実現に向け、中小企業の

経営安定をはじめ都市農業の振興等を図

るとともに、若年者の就業支援の充実など

市民の生活基盤の安定化に取り組みます。

⑤ 「オンリーワン都市」 

芸術やスポーツをはじめ、歴史・文化、

水と緑等の自然など、本市の豊かな地域資

源を活かし、さまざまな取組を展開すると

ともに、市民が愛着と誇りを持てるような

まちづくりを進めます。 

重点戦略プランについて 
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○ 災害発生時の市民の生命と暮らしの安全

を確保するためには、市民・地域・行政

の自助・共助・公助による迅速な対応が

必要です。 

○ さまざまな感染症や食の安全・安心とい

った健康危機管理に関する高度かつ複雑

な課題への対応が求められています。 

○ 首都直下の地震の発生が懸念されている

ことから、耐震対策など安全性の向上を

図る必要があります。 

○ 近年、都市化が進んだ地域での局地的集

中豪雨などに対する冠水対策等が求めら

れています。 

○ 市民のライフスタイル・価値観の多様化

など社会状況が変化する中で、地域の安

全で安心なまちづくりに向けて、警察や

地域住民との連携・協働による防犯対策

などの取組が必要となっています。 

○ 防災拠点となる消防署所については、人

口動態等を踏まえた整備とともに、消防

力強化のため、老朽化施設の早期改築が

必要となっています。 

○ 人口増加等の地域特性の変化や救急救命

士が可能な医療範囲の拡大など、救急活

動に関する環境の変化に適切に対応する

必要があります。 

○ 医療機関に円滑に受け入れられるよう救

急医療体制の充実が求められています。 

○ 地震発生に備え、水道、下水道、橋りょ

う等の都市基盤の適切な維持管理が必要

です。 

○ 高齢者や障害者をはじめとして、誰もが

安全で快適に日常生活を送ることができ

るよう、バリアフリー対応等の環境整備

が必要となっています。また、市内の交

通事故件数・負傷者数とも減少傾向が続

いているものの、身近な生活道路での交

通事故の防止や道路交通環境の改善が求

められています。 

○ 本市の公共施設等については、今後、施

設の更新時期を迎える中で、適切な維持

管理とともに、劣化・破損の未然防止と

財政負担の軽減等が必要となっています。 

○ 自転車は環境にやさしい身近な交通手段

であるものの、駅周辺等における放置自

転車は、歩行者や消防・救急活動の障害

となることから、地域特性等に応じた対

策が必要となっています。

 

 

 

 

 

危機管理・防災対策、建築物耐震化の推進 

危機管理・防災対策の推進 

・2011年度 災害発生時に災害対策本部及び区本部が迅速かつ的確な対応を実施できるよう

新たな初動体制を構築 

・2012年度 災害時に迅速かつ的確に市民に情報を伝達するための緊急速報「エリアメール」

の運用 

(仮称)健康安全研究センターの整備・運営 

・2012年度 市民の健康危機管理機能の強化に向けて従来の衛生研究所の機能を高度化した

（仮称）健康安全研究センターの開設 

総合的な耐震化対策及び災害に強いまちづくりの推進 

・宅地の擁壁改善等の防災工事や民間住宅等の耐震改修工事等の助成 

・公共建築物等の計画的な耐震対策の実施 

 プラン１ 安全・安心な地域生活環境の整備 

 状況認識と本市の課題 

 アクションプログラム 
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治水・雨水対策の推進 

・矢上川の河川改修工事を推進し、宮前平駅周辺の冠水被害の低減に向けた取組を推進 

・大師河原貯留管整備の推進 

・2012年度 五反田川放水路の放流部立坑築造工事の完了 

 

地域防犯・安全対策の推進 

防犯対策の推進 

・専門的知識を有する安全・安心まちづくり対策員による地域パトロールや防犯診断の実施 

・町内会・自治会が設置する防犯灯のLED化の推進 

 

消防署所の整備と消防力の強化 

消防署所の整備・改築 

・2011年度 臨港消防署の改築・完成、運用開始 

・2012年度 （仮称）栗木出張所の完成 

2013年度 柿生出張所改築期間の代替運用 

2014年度 運用開始、代替運用解除 

 

救急体制の強化と救急医療体制の整備 

救急活動の充実と救急救命士の養成 

・救急体制の強化を図るための救急隊増隊に向けた取組（2011年度 25隊目） 

・気管挿管や薬剤投与など、より高度な救命処置ができる認定救急救命士の計画的な養成 

救急医療体制確保対策の推進 

・長期入院患者が円滑に転院できるよう療養病床数の確保に向けた取組 

・周産期救急医療体制の充実に向けた支援 

・2012年度 重症患者の迅速な受け入れが可能な拠点病院の開設 

 

安全・安心な都市基盤の整備と適切な維持管理 

安全・安心な都市基盤の整備 

・水道施設の耐震化の推進 

・水処理センター・ポンプ場の地震対策の推進 

・橋りょうの耐震化の推進 

・2012年度 災害対策用貯水槽（全31基）の設置完了 

・2013年度 全市立中学校を含む応急給水拠点（全138か所）の整備完了 

安全で利用しやすい地域交通環境の整備 

・重点整備地区以外のその他地区においても、公共施設等への移動経路等のバリアフリー化を

推進 

・稲田堤駅の橋上駅舎化、津田山駅のエレベーター付跨線橋整備に向けた取組の推進 

・あんしん歩行エリアの安全性の向上・交通の円滑化などに向けた交差点カラー化等の実施 

・夜間の交通事故防止と交通の円滑化を図るための道路照明灯の適切な維持管理 

公共建築物の長寿命化対策等による適切な維持管理 

・公共建築物、道路や橋りょう、港湾施設などに関する長寿命化計画等の策定、取組の推進 

 

総合的自転車対策の推進 

総合的な放置自転車対策の推進と自転車利用環境の整備 

・2012年度 川崎駅東口周辺地区の市役所通り通行環境整備の実施 

・  〃   駐輪場の「新たな料金体系」の実施、駐輪場の指定管理者の導入 
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プラン１

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：危機管理・防災対策、建築物耐震化の推進

危機管理・防災対策の推進

自然災害に加え、武力攻撃事態

等あらゆる危機事象に対応した危

機管理体制の整備を進めるととも

に、本市の防災関係施設を整備

し、市の災害対応力及び地域防

災力の向上を図ります。

●総合防災情報シス

テムの整備

●備蓄倉庫の整備

●備蓄計画の策定

●災害情報カメラの更

新（第３庁舎）

●同報系無線再整備

基本設計

●緊急速報「エリア

メール」の試行

●備蓄倉庫未設置の

市立中学校への独立

型備蓄倉庫の整備

●災害情報カメラの新

設（井田病院）

●同報系無線再整備

詳細設計

●緊急速報「エリア

メール」の運用

●同報系無線デジタ

ル化・再整備

(仮称)健康安全研究セン

ターの整備・運営

市民の健康危機管理機能の強化

に向け、従来の衛生研究所の機

能を高度化し、市民の健康を守

る、（仮称）健康安全研究センター

を整備・運営します。

●国民保護訓練（実働

訓練等）・研修及び啓

発活動の実施

●J-ALERT受信機の

設置

●初動体制等の検証

や訓練等研修の強化

●（仮称）健康安全研

究センターの設備等の

設計

●（仮称）健康安全研

究センターの整備

●機能に応じた執行体

制の構築に向けた検

討

●国民保護訓練（図上

訓練）・研修の実施

●J-ALERTと情報通

信システムとの連携

●業務継続計画（強毒

性新型インフルエンザ

対策編）の検証と見直

し

●業務継続計画（強毒

性新型インフルエンザ

対策編）に基づく訓練・

研修等の実施

●新たな初動体制の

構築

施策計画名 現状
事業内容・目標

事業推進

●国民保護訓練（実働

訓練）の実施

●訓練等による初動

体制の継続的な検証

●国民保護避難実施

マニュアル（全市、各

区）の見直し

●（仮称）健康安全研

究センターの開設・運

営

  ①感染症対策や食の

  安全安心など市民を

　健康危機から守るた

　めの試験検査の実

　施

  ②地域の健康危機管

　理上の課題等に関す

　る調査研究及び産学

　公民連携による共同

　研究の推進

  ③健康危機の予防・

　まん延防止等のため

　の市民への情報発

　信

  ④地域保健対策に携

　わる関係者等への研

　修指導の実施

●機能に応じた執行体

制による運営

●（仮称）健康安全研

究センターの運営

事業推進
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プラン１ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

（宅地防災）

（木造住宅）

●耐震診断士の派遣

による木造住宅の耐

震診断の実施

●木造住宅の耐震改

修工事の助成

●耐震診断士の派遣

による木造住宅の耐

震診断の実施

●木造住宅の耐震改

修工事の助成

（民間マンション）

●予備診断の助成

●耐震診断の助成

●耐震改修設計・工事

の助成

●予備診断の助成

●耐震診断の助成

●耐震改修設計・工事

の助成

（特定建築物）

●耐震診断の助成

●耐震設計の助成

●耐震改修工事の助

成

●耐震診断の助成

●耐震設計の助成

●耐震改修工事の助

成

（公共建築物）

●「公共建築物(庁舎

等)に関する耐震対策

実施計画」に基づく耐

震対策の実施・更新

●「重要建築物及び特

定建築物以外の庁舎

等に関する耐震対策

実施方針」に基づく耐

震対策の実施

●「公共建築物（庁舎

等）に関する耐震対策

実施計画」に基づく耐

震対策の実施

●「重要建築物及び特

定建築物以外の庁舎

等に関する耐震対策

実施方針」に基づく耐

震対策の実施

（市営住宅）

●「第３次市営住宅等

ストック総合活用計画

（市営住宅等長寿命化

計画）」の策定に向け

た検討

●建替事業

●耐震改修事業

●「第３次市営住宅等

ストック総合活用計画

（市営住宅等長寿命化

計画）」の策定

●建替事業の推進

●耐震改修事業の推

進

治水・雨水対策の推進 （河川） 事業推進

●平瀬川支川の河川

改修の推進

　①護岸改修工事

　

　②橋りょう架け替え

　詳細設計（人道橋）

●平瀬川支川の河川

改修の推進

　①護岸改修工事

　多自然川づくり改修

　に向けた修正設計

　②橋りょう架け替え

　工事（人道橋）

●平瀬川支川の河川

改修の推進

　①護岸改修工事、

　用地取得

　

　②橋りょう架け替え

　詳細設計

●平瀬川支川の河川

改修の推進

　

　

　②橋りょう架け替え

　工事着手・整備推進

●平瀬川改修の推進

（トンネル部用地測量）

●矢上川河川改修詳

細設計

●麻生川魚道設置、

河床整備の推進

●矢上川河川改修工

事着手

●麻生川魚道設置、

河床整備

●矢上川河川改修工

事

●麻生川魚道設置、

河床整備完了

（下水道施設）

●管きょ施設（汚水・雨

水）の整備

　①汚水未整備区域

　の解消

　②浸水地区の雨水

　管整備

●地震対策（管きょ施

設の耐震化）の推進

●入江崎処理区の下

水道管きょ再整備

●大師河原貯留管の

整備

●管きょ施設（汚水・雨

水）の整備

　①汚水未整備区域

　の解消

　②浸水地区の雨水

　管整備

●地震対策（管きょ施

設の耐震化）の推進

●下水道管きょ施設の

適正な再整備

●大師河原貯留管の

整備

総合的な耐震化対策及び災

害に強いまちづくりの推進

●五反田川放流部立

坑築造工事

　

●五反田川トンネル部

築造工事

局地的集中豪雨に対応した市街

地の浸水対策として、放水路整備

や河川改修、管きょ施設整備を進

めます。 ●トンネル部築造工事

完了（2014年度）

●放流部立坑築造工

事完了

●放流部立坑築造工

事

●トンネル部築造工事

現状
事業内容・目標

事業推進

●宅地防災工事の助

成

施策計画名

●宅地防災工事の助

成擁壁改善や民間住宅等の耐震化

支援、公共建築物等の耐震化対

策など、総合的な耐震化対策を推

進します。
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プラン１

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：地域防犯・安全対策の推進

防犯対策の推進

市民、地域、警察等との協働によ

る地域の身近な防犯対策を推進

します。

アクションプログラム：消防署所の整備と消防力の強化

消防署所の整備・改築

耐震補強の必要な老朽建物を計

画的に整備し、防災拠点の確保と

初動体制の強化を図ります。

●臨港消防署の改築

工事着手（2010年度）

●幸消防署の改築

運用開始（2009年度）

●臨港消防署の

完成、運用開始

●柿生出張所の

基本・実施設計

●柿生出張所の

改築工事、完成

事業推進

●柿生出張所の運用

開始

（2014年度）

事業推進

●(仮称)栗木出張所を

柿生出張所の代替とし

て運用

事業内容・目標

●(仮称)栗木出張所の

整備、完成

●(仮称)栗木出張所を

柿生出張所の代替とし

て運用開始

●防犯に向けた取組

の推進

　①自主防犯活動団

　体への支援

　②安全・安心まちづく

　り協議会を中心とし

　た地域団体等による

　地域のパトロールの

　実施

　③安全・安心まちづく

　り対策員による防犯

　診断・パトロールの

　実施

　④町内会・自治会等

　が設置する防犯灯の

　LED化の推進

　⑤市管理防犯灯の

　LED化（完了）

　⑥地域防犯活動拠

　点の整備（完了）

●犯罪被害者等支援

相談の実施

●防犯に向けた取組

の推進

　①自主防犯活動団

　体への支援

　②安全・安心まちづく

　り協議会を中心とし

　た地域団体等による

　地域のパトロールの

　実施

　③安全・安心まちづく

　り対策員による防犯

　診断・パトロールの

　実施

　④町内会・自治会等

　が設置する防犯灯の

　LED化の推進

●犯罪被害者等支援

相談の実施

施策計画名 現状

●(仮称)栗木出張所の

基本・実施設計

●大師出張所と富士

見出張所を統合し、藤

崎出張所を開設

●（仮称）栗木出張所

の運用開始、代替運

用解除

（2014年度）
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プラン１ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：救急体制の強化と救急医療体制の整備

救急活動の充実

救急隊を適正に配置し、現場到着

時間の短縮による救命効果の向

上を図ります。

救急救命士の養成

救急救命士の常時乗車体制を運

用するとともに、より高度な救命処

置ができる認定救急救命士を計

画的に養成します。

救急医療体制確保対策の推進

医療機関相互の連携や周産期母

子医療センターの運営により救急

医療体制の確保を図ります。

事業推進

●救急医療体制の充

実に向けた取組

　①重症患者(三次救

　急を除く)の迅速な受

　け入れが可能な体制

　を有する拠点病院の

　整備(指定)に向けた

　検討・調整

　②長期入院患者が

　円滑に転院できるよ

　う市内の療養病床数

　の確保に向けた取組

　(川崎社会保険病院

　：療養病床50床整備

  (2010年度))

●総合周産期母子医

療センターの運営支援

●NICU（新生児集中治

療管理室）等の設置・

運営に対する支援

●救急医療体制の充

実に向けた取組の推

進

  ①重症患者(三次救

　急を除く)の迅速な受

　け入れが可能な体制

　を有する拠点病院の

　整備(指定)に向けた

　公募、選定の実施

　②長期入院患者が

　円滑に転院できるよ

　う市内の療養病床数

　の確保に向けた取組

　（川崎社会保険病院

  ：療養病床50床整備）

  （たま日吉台病院分

  院：療養病床137床

　整備)

●総合周産期母子医

療センターの運営支援

●NICU（新生児集中治

療管理室）等の設置・

運営に対する支援

  （日本医科大学武蔵

　小杉病院NICU３床・

　GCU６床増設）

●救急医療体制の充

実に向けた取組の推

進

  ①重症患者(三次救

　急を除く)の迅速な受

　け入れが可能な体制

　を有する拠点病院の

　開設

　②長期入院患者が

　円滑に転院できるよ

　う市内の療養病床数

　の確保に向けた取組

●NICU（新生児集中治

療管理室）等の設置・

運営に対する支援

●救急医療体制の充

実に向けた取組の推

進

 ①重症患者(三次救

　急を除く)の迅速な受

　け入れが可能な体制

　を有する拠点病院の

　運営

施策計画名 現状
事業内容・目標

事業推進

●救急救命士の常時

乗車体制を構築

●救急救命士、気管

挿管認定救急救命

士、薬剤投与認定救

急救命士を養成

●救急救命士の常時

乗車体制の運用

●救急救命士、気管

挿管認定救急救命

士、薬剤投与認定救

急救命士を養成

●救急隊の増隊

　　24隊目（2007年度）

●現場到着時間の短

縮に向けた向丘出張

所への救急隊の増隊

（25隊目）

●人口増加、地理的

条件等を踏まえた、市

域全体のバランスを考

慮した救急隊の増隊に

向けた取組

事業推進
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プラン１

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：安全・安心な都市基盤の整備と適切な維持管理

安全・安心な都市基盤の整備 （水道施設）

地震発生時の水道の安定給水の

確保や下水道による公衆衛生等

の確保とともに、車・人の安全な通

行を確保するため、都市基盤の耐

震対策を推進します。

●「10ヵ年施設整備計

画」に基づく耐震化の

推進

　①災害対策用貯水

　槽２基設置（市民１

　人あたり貯水容量

　1.9㍑）

　②全市立中学校を

　含む応急給水拠点

　の整備

　③基幹構造物、水道

　管路などの耐震化の

　推進

●「10ヵ年施設整備計

画」に基づく耐震化の

推進

　①災害対策用貯水

　槽２基設置（市民１

　人あたり貯水容量

　2.0㍑）

　②全市立中学校を

　含む応急給水拠点

　の整備

　③基幹構造物、水道

　管路などの耐震化の

　推進

●「10ヵ年施設整備計

画」に基づく耐震化の

推進

　①災害対策用貯水

　槽１基設置（市民１

　人あたり貯水容量

　2.1㍑）全31基の設

　置完了

●「10ヵ年施設整備計

画」に基づく耐震化の

推進

　②全市立中学校を

　含む応急給水拠点

　（全138か所）の整

　備完了

（下水道施設）

●地震対策の推進

●再構築の推進

●高度処理事業の推

進

　①入江崎水処理セン

　ター（西系再構築Ⅰ

　期事業完了）

●合流式下水道の改

善の推進（大師河原貯

留管送水ポンプ棟設

計）

●地震対策の推進（水

処理センター、ポンプ

場など）

●再構築の推進（渡田

ポンプ場など）

●高度処理事業の推

進

　①入江崎水処理セン

　ター（西系再構築Ⅱ

　期事業着手・沈砂池

　管理棟整備着手）

●合流式下水道の改

善の推進（大師河原貯

留管送水ポンプ棟整

備着手）

●高度処理事業の推

進

　①入江崎水処理セン

　ター（西系再構築Ⅱ

　期事業推進・沈砂池

　管理棟整備）

　②等々力水処理セン

　ターの基本設計

●合流式下水道の改

善の推進（大師河原貯

留管送水ポンプ棟整

備）

●高度処理事業の推

進

　

　②等々力水処理セン

　ターの実施設計

（橋りょう）

●橋りょうの耐震化の

推進

●橋りょうの耐震化の

推進

事業推進

事業内容・目標
施策計画名 現状
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プラン１ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

（バリアフリー）

公共施設までの移動経路等まで

のバリアフリー化、駅までのアクセ

ス性向上やあんしん歩行エリア内

の対策など、身近な地域交通環境

における安全性・利便性の向上を

図ります。

●バリアフリー重点整

備地区の基本構想を

策定（８地区）

●その他の地区（元住

吉駅、高津・二子新

地、平間・向河原・武

蔵小杉新駅、梶が谷・

宮崎台駅、生田・読売

ランド前・百合ヶ丘駅

周辺地区）の推進構想

を策定

●その他の地区におい

てバリアフリー推進構

想の策定

・小田急多摩線沿線地

区

・JR南武支線沿線地区

●その他の地区におい

てバリアフリー推進構

想の策定

・京急大師線沿線地区

・柿生駅周辺地区

●その他の地区におい

てバリアフリー推進構

想の策定

・中野島・稲田堤駅周

辺地区

・津田山・久地・宿河原

駅周辺地区

（南武線駅アクセス向上）

●駅アクセス向上方策

の検討

●関係機関との協議・

調整

●駅アクセス（稲田堤

駅、津田山駅）基礎調

査

●関係機関との協議

等を踏まえた取組の推

進

●稲田堤駅の橋上駅

舎化の基本設計

●津田山駅のエレ

ベーター付跨線橋の

基本設計、概略設計

●概略設計

●詳細設計

●詳細設計

●整備着手

（あんしん歩行エリア）

●６地区（観音、戸手、

武蔵小杉駅周辺、溝

口駅周辺、宮前平駅

周辺、登戸駅周辺）の

整備完了

●２地区（富士見公

園、新百合ヶ丘駅周

辺）の整備推進

●あんしん歩行エリア

（鋼管通地区、南加瀬

地区、宮内地区、梶が

谷駅周辺地区、小台

地区、生田駅周辺地

区、柿生駅周辺地区）

の交差点のカラー化等

の実施

●あんしん歩行エリア

（富士見公園地区、新

百合ヶ丘駅周辺地区）

の歩道改築等の実施・

整備完了

（道路照明灯）

●道路照明灯の設

置、更新

●道路照明灯の適切

な維持管理

●道路照明灯の設

置、更新

●道路照明灯の適切

な維持管理

安全で利用しやすい地域交通

環境の整備

事業内容・目標
現状

事業推進

●重点整備地区(川崎

駅、武蔵小杉駅、溝口

駅、新百合ヶ丘駅、武

蔵中原・武蔵新城駅、

登戸・向ヶ丘遊園駅、

新川崎・鹿島田駅、宮

前平・鷺沼駅周辺地

区)で定める主要な経

路の点字ブロックの整

備、歩道段差解消等

バリアフリー化の推進

●重点整備地区のバ

リアフリー化の推進

・その他経路の点字ブ

ロック整備・歩道の段

差解消

●推進構想を策定した

地区のバリアフリー化

の推進

施策計画名
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プラン１

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

（公共建築物）

公共建築物や都市基盤の長寿命

化を図るなど、適切な維持管理を

行います。

（道路）

●道路維持修繕計画

の策定に向けた取組

の推進（現状の把握と

課題の抽出）

　

●道路冠水による道

路交通障害に対する

対策の実施（主要地方

道川崎府中及び一般

県道川崎町田対策工

事）

●低騒音舗装補修の

実施

　①一般国道132号

　②主要地方道東京

　大師横浜

●川崎駅東西自由通

路エスカレーター等の

更新の実施

●道路維持修繕計画

の策定に向けた検討

（幹線道路における車

道舗装等）

●道路冠水による道

路交通障害に対する

対策の実施（市道浮島

町１号線対策工事）

●低騒音舗装補修の

実施

　①一般国道132号

　③主要地方道鶴見

　溝口

●川崎駅東西自由通

路エスカレーター等の

更新の実施

●道路維持修繕計画

の策定（幹線道路にお

ける車道舗装等）

●道路冠水による道

路交通障害に対する

対策の実施（扇町地内

道路及び市道浮島町

２号線対策工事）

　

●低騒音舗装補修の

実施

　

　④一般国道409号

●川崎駅東口地下連

絡通路エスカレーター

等の更新の実施

●道路維持修繕計画

の策定に向けた検討

（道路重要構造物）

●道路冠水による道

路交通障害に対する

対策の実施（一般県道

川崎町田（柳町地内）

の調査・設計）

　

●低騒音舗装補修の

実施

●武蔵小杉駅構外エ

スカレーター等の更新

の実施

（橋りょう）

●「橋梁長寿命化修繕

計画」の策定

●長寿命化修繕計画

に基づく事業推進

　①計画に基づく点検

　の実施

●長寿命化修繕計画

に基づく事業推進

　②計画に基づく修繕

　の推進

●長寿命化修繕計画

に基づく事業推進

（港湾施設）

●港湾施設維持管理

補修計画のとりまとめ

●港湾施設維持管理

計画の策定（市単施

設）

●長寿命化計画の策

定（補助施設）

●点検調査の実施

●港湾施設維持管理

システムの設計

●港湾施設維持管理

システムの開発

●千鳥町２号岸壁並

びに背後護岸の維持

管理計画の検討・策定

施策計画名 現状

●中長期保全計画に

基づく取組の推進

　②予防保全・修繕等

　の実施

事業内容・目標

事業推進

●中長期保全計画の

策定

●中長期保全計画に

基づく取組の推進

　①予防保全・修繕等

　に向けた設計

公共建築物の長寿命化対策等

による適切な維持管理 ●建築物調査結果を

基に中長期保全計画

の策定に向けた検討 ●中長期保全計画に

基づく取組の推進
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プラン１ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：総合的自転車対策の推進

総合的な放置自転車対策の推

進

放置自転車の解消に向けた駐輪

場整備や放置禁止区域の指定な

ど、放置自転車防止対策を推進し

ます。

　③溝口駅南口広場

　駐輪場の設計

　③溝口駅南口広場

　駐輪場整備着手

　④新川崎駐輪場

　詳細設計

　③溝口駅南口広場

　駐輪場完成

　④新川崎駐輪場整

　備着手

　④新川崎駐輪場

　完成（2014年度）

●川崎駅東口周辺地

区総合自転車対策実

施計画の策定

●川崎駅東口周辺地

区総合自転車対策実

施計画に基づく取組の

推進

　①安全で快適な歩行

　者と自転車の通行環

　境の構築

　②適正な自転車利用

　の誘導

●川崎駅東口周辺地

区総合自転車対策実

施計画に基づく取組の

推進

・市役所通り通行環境

整備

●川崎駅東口周辺地

区総合自転車対策実

施計画に基づく取組の

推進

 路上駐輪場代替施設

　・宮本町地内（いさご

　車庫）駐輪場の整備

　・新川通り代替駐輪

　場の候補地の抽出・

　比較検討

　③効率的・効果的な

　駐輪場整備・活用

 路上駐輪場代替施設

　 ・宮本町地内（いさご

　車庫）駐輪場の完成

 

　・本町地内（旧水道

　営業所用地）駐輪場

　の詳細設計

　

　・新川通り代替駐輪

　場の候補地の比較

　検討、選定

　

　・本町地内（旧水道

　営業所用地）駐輪場

　の整備

　

　・新川通り代替駐輪

　場の選定に基づく関

　係機関との協議・調

　整

　・本町地内（旧水道

　営業所用地）駐輪場

　の完成

　・新川通り代替駐輪

　場の整備に向けた実

　施計画の策定

自転車利用環境の整備

駐輪場の利用促進や自転車を利

用しやすい環境づくりに向けた取

組を推進します。

●駐輪場利用促進に

向けた取組の実施

・駐輪場の「新たな料

金体系」の実施

●民間駐輪場助成制

度の導入など民間によ

る駐輪場整備の促進

●駐輪場の指定管理

者の導入

●駐輪場利用促進に

向けた取組の実施

・駐輪場の「新たな料

金体系」の実施後の検

証

事業推進

●総合的な放置自転

車対策への対応

　①放置禁止区域の

　指定の拡大に向けた

　調整

●総合的な放置自転

車対策への対応

事業推進

事業内容・目標

●総合的な放置自転

車対策への対応

　①駅周辺の放置禁

　止区域の指定の拡

　大（二子新地駅、宿

　河原駅、黒川駅）

　②ソフト施策の推進

　・整理誘導員による

　誘導・啓発の実施

　・放置自転車撤去の

　徹底

●駐輪場利用促進に

向けた取組の実施

・「新たな料金体系」に

向けた条例案策定

（2010年度）

●駐輪場への誘導な

どソフト施策の実施

●附置義務条例など

民間による駐輪場整

備の促進

●駐輪場利用促進に

向けた取組の実施

・駐輪場の「新たな料

金体系」の実施に向け

た条例改正等手続

●駐輪場への誘導な

どソフト施策の実施

●民間駐輪場助成制

度導入に向けた検討

●駐輪場の指定管理

者の導入の検討

●駐輪場の整備推進

主な取組箇所

　①川崎駅東口周辺

　②溝口駅南口周辺

　③新川崎駅周辺

●放置禁止区域の指

定の推進

施策計画名 現状
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○ 本市では、2015 年には高齢化率が

19.3％、2030 年には 22.5％と、今後

急速な高齢化の進行が予測されているこ

とから、高齢者を地域社会の中で支える

システムやセーフティネットを確立し、

自助・共助・公助のバランスのとれた地

域福祉社会を実現していくことが求めら

れています。  

○ 高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けら

れるよう、地域居住の実現に向けた多様

な居住環境の整備が求められています。 

○ 高齢者や障害者など誰もがいつまでも安

心して自立した生活が送れるようなしく

みづくりを進めるとともに、ふれあいや

生きがいの場など地域での活動の場づく

りが重要な課題となっています。 

○ 障害者が地域で自立した生活が送れる地

域社会の実現のために、福祉施設の計画

的な再編整備が求められています。 

○ 市立病院は質の高い医療サービスを安定

的に提供することが求められています。 

○ 北部保健医療圏においては、地域保健環

境の充実に向けて病床の整備が進められ

ています。 

○ 介護が必要とされる要支援・要介護高齢

者は約15％で、約85％は自立した生活

が送れる方々であり、元気な高齢者が、

地域の人材として、積極的な役割を担え

ることができるよう、健康づくり・介護

予防をはじめ、地域における活動の場づ

くりを進める必要があります。 

○ いわゆる団塊の世代を中心としたシニア

世代がこれまで培った豊富な経験・知

識・能力を地域社会の中で発揮するため

の環境を整備することが求められていま

す。 

 

 

 

 

 

 

高齢者の多様な居住環境整備 

民間特別養護老人ホームの整備 

・2011年度 ５か所開所、2012年度 3か所開所、2013年度 5か所開所 

（2013年度中に50か所・4,125床程度達成） 

介護老人保健施設の整備 

・2012年度 1か所開所、2013年度 1か所開所 

（2013年度中に19か所・2,241床程度達成） 

その他の多様な居住環境の整備 

・第 4期及び第5期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づく地域密着型サービスの

整備推進 

 

誰もが自立した地域生活を送るための支援 

認知症に関する相談支援体制の整備 

・認知症コールセンターの円滑な運営 

・徘徊等へ対応したネットワークの充実 

障害者の日中活動の場の確保と在宅生活の支援 

・障害者の通所事業所の着実な整備 

・日常生活を支援する居宅介護、訪問介護など各種サービスの実施 

・2011年度 御幸日中活動センターの開設・運営 

 アクションプログラム 

 状況認識と本市の課題 

プラン２ 支え合いによる地域福祉社会づくり 
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障害者の居住環境の整備 

・グループホーム等の定員拡充、バリアフリー化に向けた取組の推進 

障害者の就労支援 

・教育、労働、福祉等の関係機関と連携した障害者の就労の場の拡大に向けた取組の推進 

 

拠点的な福祉施設の計画的な再編整備 

総合リハビリテーションセンターの整備 

・障害者の地域生活を支援するとともに、専門的支援を行うため、リハビリテーション福祉・

医療センターの再編整備を推進 

2011年度 （仮称）中央療育センター通所部門の開設 

2013年度 （仮称）中央療育センター入所部門の開設 

  〃   重度障害者等生活施設の開設 
  〃   （仮称）中央リハビリテーションセンターの建設工事着手 
  〃   （仮称）中部児童養護施設の建設工事着手 

福祉センターの再編整備 

・再編整備基本計画に基づき既存施設の移転等の取組を推進 

2012年度 （仮称）川崎区内複合福祉施設の建設工事着手 

2013年度 市立川崎高校の再編整備にあわせた南部地域療育センター移転整備完了 

 

信頼される市立病院の運営と地域保健医療環境の充実 

井田病院の再編整備 

・２011年度 新病院の一部開院（2014年度 全面開院） 

地域医療の推進 

・2012年度 新たな地域保健医療計画の策定 

・  〃   民間医療法人による新百合ヶ丘総合病院の開設・運営 
 

シニア能力の発揮による支え合い 

高齢者の生きがいづくり 

・高齢者の生きがいづくりを支援する各種講座、講演会の開催 

 健康づくりと介護予防の推進 

・介護予防の重要性を広めていく「いきいきリーダー」の養成 

・いこいの家や特別養護老人ホームの地域交流スペース等を活用した活動の場の支援 

・2011 年度 高齢者の生きがい・健康づくりなど介護予防につながる社会参加活動を支援す

る「いきいきリーダー活動ポイント制度」の試行実施・検証 

いきいきシニアライフの促進 

・シニア世代がこれまで培った豊富な経験・知識・能力を地域で発揮して、地域活動の担い手

となるような支援の推進 
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プラン２

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：高齢者の多様な居住環境整備

民間特別養護老人ホームの整備

多様な主体・手法により、介護保険制度

における特別養護老人ホームの整備を

進めます。

介護老人保健施設の整備

多様な主体・手法により、介護保険制度

における介護老人保健施設の整備を進

めます。

その他の多様な居住環境の整備

多様な主体・手法により、介護保険制度

におけるその他の多様な居住環境の整

備を進めます。

アクションプログラム：誰もが自立した地域生活を送るための支援

認知症に関する相談支援体制の

整備

認知症に関する普及啓発や徘徊高齢

者SOSネットワークの充実を図り、認知

症高齢者等の地域による見守り機能の

充実を図ります。

合計45か所3,717床程

度（⑦、⑧含む）

　⑦河原町地区

    （150床程度）開所

　⑧２か所

　　（定数100床程度）

　　開所

　⑨白山地区

    （130床程度）

　　整備着手

　⑩虹ヶ丘地区

　　（29床程度）

　　整備着手

　⑪１か所

　　（定数120床程度）

　　整備着手

  ⑫１か所

　　（定数100床程度）

　　整備着手

  ⑬１か所

　　（定数29床程度）

　　整備着手

合計50か所4,125床程

度（⑨～⑬含む）

　⑨白山地区

    （130床程度）開所

　⑩虹ヶ丘地区

　　（29床程度）開所

　⑪１か所

　　（定数120床程度）

　　開所

  ⑫１か所

　　（定数100床程度）

　　開所

  ⑬１か所

　　（定数29床程度）

　　開所

●地域密着型サービ

スの整備推進

●地域密着型サービ

スの整備推進

　①小規模多機能型

　　 居宅介護12か所

　②認知症高齢者グ

     ループホーム28

     ユニット

●介護老人保健施設

の整備推進

合計17か所2,001床

●介護老人保健施設

の整備推進

合計17か所2,001床

　①１か所

    （定数120床程度）

　　整備着手

●特別養護老人ホー

ムの整備推進

合計42か所3,367床程

度（①～⑥含む）

　①西菅地区

　　（29床）開所

　②下小田中地区

　　（29床）開所

  ③宿河原西地区

     (80床）開所

　④東小倉地区

　　（100床）増床

　⑤南幸町地区

　　（136床）開所

　⑥小向仲野町地区

　　（29床程度）開所

　⑦河原町地区

    （150床程度）

　　整備着手

　⑧２か所

　　（定数100床程度）

　　整備着手

事業推進

●特別養護老人ホー

ム整備促進プランの必

要整備数の検証

●特別養護老人ホー

ムの整備推進

合計37か所2,964床

事業内容・目標
施策計画名 現状

●認知症コールセン

ターの設置、運営

●認知症介護指導者

養成研修、認知症サ

ポート医養成研修、か

かりつけ医認知症対応

力向上研修の実施

●徘徊等へ対応した

ネットワークの充実

合計18か所2,121床程

度（①含む）

　①１か所

    （定数120床程度）

　　開所

　②１か所

　 （定数120床程度）

　　整備着手

合計19か所2,241床程

度（②含む）

　②１か所

    （定数120床程度）

　　開所

事業推進

事業推進

●認知症コールセン

ターの円滑な運営、普

及に向けた取組

●認知症介護指導者

養成研修、認知症サ

ポート医養成研修、か

かりつけ医認知症対応

力向上研修の実施

●徘徊等へ対応した

ネットワークの充実

●福祉と医療が一体と

なった相談・支援体制

のあり方検討

事業推進

●第５期高齢者保健

福祉計画・介護保険事

業計画に基づく地域密

着型サービスの整備

推進
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プラン２ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

日中活動の場の確保と在宅生活の支

援

障害者の日中活動の場を提供する通所

施設及び居住の場である入所施設を支

援するとともに、日常生活を支援する介

護給付や移動支援事業などのサービス

を実施します。

●生活ニーズや障害

特性等に配慮した居宅

介護、重度訪問介護、

行動援護、移動支援、

生活サポートの提供

●重度訪問介護、移

動支援事業等従事者

等の養成研修の実施

●生活ニーズや障害

特性等に配慮した居宅

介護、重度訪問介護、

行動援護、移動支援、

生活サポートの提供

●重度訪問介護、移

動支援事業等従事者

等の養成研修の実施

●御幸日中活動セン

ターの整備

●生活介護、就労継

続支援、就労移行支

援、自立訓練等の日

中活動サービスの提

供

●特別支援学校卒業

生対策の推進

●障害者自立支援法

等の見直しにあわせた

障害者施設運営費補

助の見直しに向けた検

討

●御幸日中活動セン

ターの開設・運営

●生活介護、就労継

続支援、就労移行支

援、自立訓練等の日

中活動サービスの提

供

●特別支援学校卒業

生対策の推進

●障害者自立支援法

等の見直しにあわせた

障害者施設運営費補

助の見直しに向けた検

討

●御幸日中活動セン

ターの運営

居住環境の整備

障害者の日常生活を支援し、共同で生

活するグループホームの運営を支援し

ます。

障害者の就労支援

教育、労働、福祉等の分野を越えた関

係機関の連携を図り、障害者の就労の

場の拡大に向けた事業を実施します。

●障害者通所事業所

整備計画に基づく日中

活動の場の整備

　①整備着手２か所

　　中原区

　　多摩区

●南部地域における入

所施設の検討

　①開所２か所

　　中原区

　　多摩区

　②整備着手１か所

　　麻生区

施策計画名 現状
事業内容・目標

●障害者通所事業所

整備計画の策定

●南部地域における入

所施設の検討

事業推進

　②開所１か所

　　麻生区

　③整備着手３か所

　　幸区

　　宮前区

　　 （宮前連絡所機能

　　再編）

　  川崎区

　　（公害研究所跡

　　 地）

事業推進

　③開所（2014年度）

　　２か所

　　　幸区

　　　宮前区

      （宮前連絡所機能

　　　 再編）

事業推進●グループホーム等

の定員拡充、バリアフ

リー化に向けた取組

●障害特性に応じた支

援を行うための取組

●グループホーム等

の定員拡充、バリアフ

リー化に向けた取組

●障害特性に応じた支

援を行うための取組

●「障害者就労支援

コーディネート会議」、

「障害者雇用推進会

議」の開催

●「障害者雇用促進シ

ンポジウム」の開催

●「障害者雇用セミ

ナー」の開催

●川崎市役所における

「チャレンジ雇用事業」

の実施

●「障害者就労支援

コーディネート会議」、

「障害者雇用推進会

議」の開催

●「障害者雇用促進シ

ンポジウム」の開催

●「障害者雇用セミ

ナー」の開催

●「チャレンジ雇用事

業」の実施
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プラン２

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：拠点的な福祉施設の計画的な再編整備

総合リハビリテーションセンター

の整備

障害者の地域生活を支援するため、ま

た施設の老朽化等に対応するため、リ

ハビリテーション福祉・医療センターの

再編整備を進めます。

福祉センターの再編整備

施設の老朽化、耐震強度不足に対応す

るため、福祉センターの再編整備を進

めます。

アクションプログラム：信頼される市立病院の運営と地域保健医療環境の充実

井田病院の再編整備

井田病院の効率的な運営をめざすとと

もに、老朽化した井田病院を再編整備し

ます。

地域医療の推進

地域医療審議会において地域医療体制

の充実を支援するとともに、良質な医療

を提供します。

施策計画名 現状
事業内容・目標

●井田病院改築工事

の推進

　①新病院全面開院

　(2014年度)

　②駐車場棟建設・

　院内保育施設建設・

　外構工事

●新たな地域保健医

療計画の策定

●民間医療法人によ

る新百合ヶ丘総合病

院の開設・運営

●新たな地域保健医

療計画に基づく取組の

推進

●民間医療法人によ

る新百合ヶ丘総合病

院の運営

事業推進

●再編整備の着実な

推進

基本構想（2005年度）

整備着手（2009年度）

●専門的な成人疾患

医療を担う病院として

機能特化を推進

●地域がん診療連携

拠点病院としての機能

整備を推進

●地域医療審議会の

開催

●地域保健医療計画

に基づく地域保健医療

環境の充実に向けた

取組の推進

●民間医療法人によ

る新百合ヶ丘総合病

院の開設に向けた取

組

●地域医療審議会の

開催

●地域保健医療計画

に基づく地域保健医療

環境の充実に向けた

取組の推進

●民間医療法人によ

る新百合ヶ丘総合病

院の開設に向けた取

組

●井田病院改築工事

の推進(一期建物の完

成・一部開院)

●新病院の開院に向

けた医療機器等の整

備

●井田病院総合医療

情報システムの二次

開発

●井田病院改築工事

の推進(二期建物建設

工事)

●井田病院総合医療

情報システムの二次

開発と一部運用

●井田病院改築工事

の推進(二期建物の完

成)

●（仮称）中央療育セ

ンター通所部門の運

営

●（仮称）中央療育セ

ンター入所部門の整

備（完成）

●重度障害者等生活

施設の整備（完成）

●（仮称）中央リハビリ

テーションセンターの

整備（設計）

●（仮称）中部児童養

護施設の整備（基本・

実施設計）

●（仮称）中央療育セ

ンター入所部門の開

設・運営

●重度障害者等生活

施設の開設・運営

●（仮称）中央リハビリ

テーションセンターの

整備（設計、建設工事

着手）

●（仮称）中部児童養

護施設の整備（建設工

事）

●（仮称）中央療育セ

ンター通所部門の整

備

●重度障害者等生活

施設の整備（設計）

●「要保護児童施設整

備の基本方針」に基づ

く取組の推進

●（仮称）中央療育セ

ンター通所部門の開

設・運営

●（仮称）中央療育セ

ンター入所部門の整

備（建設工事着手）

●重度障害者等生活

施設の整備（設計、建

設工事着手）

●（仮称）中部児童養

護施設の整備（基本計

画）

●各施設の再編整備

にあわせた管理運営

体制の再構築に向け

た取組

事業推進

●障害者スポーツセン

ター整備に向けた取組

●（仮称）中央リハビリ

テーションセンターの

開設

●（仮称）中部児童養

護施設の開設

(2014年度)

●福祉センター再編整

備基本計画の策定及

び計画に基づく取組

●福寿荘入居者への

転居支援の実施

●南部地域療育セン

ターの基本設計

●老人福祉・地域交流

センター、こども文化

センター、視覚障害者

情報センター、わーく

す、シルバー人材セン

ターを含む（仮称）川

崎区内複合福祉施設

の整備（設計）

●福寿荘入居者への

転居支援の実施

●南部地域療育セン

ター移転整備（実施設

計）

●福祉センター跡地活

用に向けた検討

●各施設の再編整備

にあわせた指定管理

者制度の導入に向け

た取組

●（仮称）川崎区内複

合福祉施設の整備（建

設工事）

●南部地域療育セン

ター移転整備（建設工

事着手）

●南部地域療育セン

ター移転整備完了

●「跡地活用施設整備

基本計画」策定

●（仮称）川崎区内複

合福祉施設の開設

（2014年度）

●南部地域療育セン

ター開設

（2014年度）

●福祉センターの解体

及び「跡地活用施設整

備基本計画」に基づく

取組の推進
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プラン２ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：シニア能力の発揮による支え合い

高齢者の生きがいづくり

高齢者が地域でいきいきとした生活を送

ることができる生きがいづくりを支援しま

す。

健康づくり・介護予防の推進

要支援・要介護状態への移行や重度化

を防ぐため、介護予防の重要性を広く市

民に周知していくとともに、市民が主体

的に参加できるしくみづくりを行います。

また、パワーリハビリテーションなど効

果的な介護予防事業を実施します。

●二次予防事業（パ

ワーリハビリテーショ

ン、栄養改善、口腔ケ

ア）の実施

●一次予防事業によ

る「いこい元気広場」の

実施

●二次予防事業（パ

ワーリハビリテーショ

ン、栄養改善、口腔ケ

ア）の実施

●一次予防事業によ

る「いこい元気広場」の

実施

●第５期高齢者保健

福祉計画・介護保険事

業計画に基づく介護予

防事業の実施

いきいきシニアライフの促進

シニア世代が豊富な経験・知識・能力を地

域社会の中で発揮し、地域活動の担い手と

なるような支援に取り組みます。

事業推進

●「いきいきリーダー活

動ポイント制度」の試

行実施の検証を踏ま

えた取組

事業推進●「いきいきリーダー」

の養成（200人）

●「介護予防かわさき

体操」の制作

●介護予防をテーマと

する講演会、ボラン

ティア団体等の紹介・

活動成果の発表会の

開催

●既存の団体等に対

する活動の場の支援

●「いきいきリーダー活

動ポイント制度」の検

討

●「いきいきリーダー」

の養成（各年200人）

●「介護予防かわさき

体操」の普及

●介護予防をテーマと

する講演会、ボラン

ティア団体等の紹介・

活動成果の発表会の

開催

●既存の団体等に対

する活動の場の支援

●「いきいきリーダー活

動ポイント制度」の試

行実施・検証

現状

●既存のシニア向け施

策の再構築

●ホームページ「かわ

さきシニア応援サイト」

の内容の充実

●シニアリポーター運

営事業の実施

●シニア活動推進会

議等を活用したシニア

施策に係る情報共有・

情報提供

●シニア施策の着実な

推進

施策計画名
事業内容・目標

事業推進●「傾聴講座」、「パソ

コン講座」、「講演会」

の開催

●シニア向け情報誌

「楽笑」の発行

●「傾聴講座」、「パソ

コン講座」、「講演会」

の開催

●シニア向け情報誌

「楽笑」の発行
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○ 女性の就労機会の拡大及び育児休業制度

等の普及に伴う共働き世帯の増加や就労

形態の変化等により保育需要は増大し、

かつ多様化しています。こうしたことか

ら、民間活力を活用した、保育受入枠の

一層の拡大や多様な保育サービスの充実

が求められています。  

○ 少子化・核家族化の進行や価値観の多様

化など子育て環境が大きく変化する中で、

子育て家庭が育児に不安や負担感を抱え

やすくなっており、社会全体で子育てを

支えるしくみづくりが必要とされていま

す。 

○ そのため、仕事と家庭の両立支援や親子

が気軽に利用できる交流の場の提供、さ

らに、子育て自主サークル、子育て支援

ボランティア等の地域活動への支援など、

地域の実情にあわせた支援が求められて

います。 

○ 児童相談所における相談件数及び虐待相

談・通告件数の増大とともに、相談内容

が複雑化、多様化している中で、高度専

門的な相談・支援機能の充実や学齢期の

障害児等への支援強化、虐待ケースの家

族関係修復、児童が健全に成長できる生

活の場の確保・充実など要保護児童に対

する総合的な支援が求められています。 

○ 国際化、情報化、少子高齢化など、変化

の激しい社会においては、子どもたち一

人ひとりが個性を発揮し活躍できるよう、

基礎的・基本的な知識・技能の確実な定

着とともに、これらを活用する力など「生

きる力」を身につけていくことが求めら

れています。 

○ また、障害のある児童生徒への適切な教

育的支援や、いじめ・不登校への対策が

求められています。 

○ 安全で快適な教育環境を提供するための

計画的な学校の施設整備や、児童生徒数

の増加への適切な対応が求められていま

す。 

○ 保護者や地域住民からの意見、子どもの

学習状況や生活状況が多様化する中で、

各学校が創意工夫あふれる教育活動を展

開し、保護者や地域から信頼される開か

れた学校づくりをさらに進めることが重

要になっています。

 

 

 

 

 

保育環境の整備 

保育受入枠の拡大と民間保育所との連携による多様な保育サービスの提供 

・認可保育所の整備（定員4,320人分）、受入枠の拡大 

2011年度 定員1,585人分の整備 

2012年度 定員1,465人分の整備 

2013年度 定員1,270人分の整備 

・長時間延長保育事業の拡充、一時保育事業の拡充 

 

地域における子ども・子育て支援施策の推進 

次世代育成支援対策の推進 

・ワーク・ライフ・バランスの普及啓発、フォーラムの開催 

・国が検討している子ども・子育て新システムへの対応に関する検討、基本方針の策定 

・幼稚園園児保育料等補助の実施 

・小児医療費助成の事業見直しとあわせた拡充の検討 

 アクションプログラム 

 プラン３ 総合的な子ども支援 

 状況認識と本市の課題 
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地域における子育て支援の推進 

・市民相互のサポート体制の充実に向けたふれあい子育てサポート事業の実施 

・認可保育所の保育士による保育相談事業の実施 

・民間保育所併設型地域子育て支援センターの新規開設・運営 

 （2011年度1か所、2012年度２か所、2013年度１か所） 

・子育てに関する地域活動の支援等の環境づくり 

区における総合的な子ども支援の推進 

・各区役所を拠点とした地域の実情にあわせた総合的な子ども施策の実施 

 

子どもの総合的な相談・支援機能の強化 

高度専門的な相談支援の充実 

・こども家庭センターにおいて、医師等の評価・診断に基づく児童虐待等に対する高度専門 

 的な相談・支援の充実 

・地域療育センターの改築・民営化等による障害児の発達にかかわる相談・地域支援の充実 

・201３年度 （仮称）中央療育センターの開設 

・  〃   市立川崎高校の再編整備にあわせた南部地域療育センターの移転整備完了 
要保護児童支援施策の推進 

  ・里親の登録数及び委託の増加に向けた広報・啓発、里親支援機関事業の充実 

  ・2011年度 北部地域における児童養護施設の整備に向けた基本計画の策定 

  ・  〃   北部地域乳児院の開設 
  ・2013年度 （仮称）南部児童養護施設の建設工事着手 

  ・  〃   （仮称）中部児童養護施設の建設工事着手 
 

総合的な学校教育の推進 

教育改革の推進 

・小中連携カリキュラム開発研究校における連携教育の研究（各区１中学校区） 

・中高一貫教育校の開校に向けたカリキュラム開発（2014年度 中高一貫教育開始） 

・2012年度 授業力向上に向けた研究協力校による実践事例を活用したガイドラインの 

       作成 
学校教育活動の充実 

・教育活動サポーターの配置、中核理科教員（CST）の養成、理科支援員の配置 

 先端科学技術者の学校への派遣、少人数指導等の充実、外国語指導助手（ALT）の配置 

 拡充 

・教職員の資質・指導力の向上をめざした研修の実施 

・市内音楽大学と連携した「ジュニア音楽リーダー」の育成 

・学校における朝読書・読み聞かせブックトークの実施 

・地域スポーツ人材の活用による授業・運動部活動の充実 

・スクールガード・リーダーの配置拡充 

児童生徒指導・相談の充実（いじめ・不登校等への対策）  

・かわさき共生*共育プログラムの実践 

・スクールソーシャルワーカーの配置拡充 

・スクールカウンセラーの配置 

・2012年度 適応指導教室の開設（高津区） 
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特別支援教育の推進 

・特別支援教育サポーターの配置拡充 

・重複障害特別支援学級の再整備と研究実践 

・2013年度 中学校北部地区通級指導教室の完成 

・  〃   小学校通級指導教室（多摩区、麻生区）の完成 
 

教育環境の整備 

義務教育施設等の効率的マネジメント 

・既存学校施設の改修による再生整備に向けたモデル事業の実施・検証 

・学校トイレの環境整備の推進 

・聾学校の機能向上に向けた環境整備 

・2013年度 計画的な保全手法の導入に向けた「教育施設長期保全計画」の策定 

・  〃   田島養護学校再編整備の完了 
・  〃   市立川崎高校及び附属中学校整備の完了 

児童生徒の増加に対応した教育環境の整備 

・武蔵小杉駅周辺地域の小学校新設に向けた取組の推進 

・2011年度 今井小学校・末長小学校増築工事完成 

・2013年度 子母口小学校・東橘中学校の合築整備着手 

・  〃   はるひ野小中学校増築工事完成 
・  〃   大谷戸小学校改築工事完成 
・  〃   上丸子小学校改築工事着手（2014年度 完成） 

 

地域に開かれた学校づくり 

特色ある学校づくり 

・教育ボランティアコーディネーターの配置 

地域に開かれた学校づくり 

  ・保護者、地域住民、学校が一体となったコミュニティ・スクールの取組の推進 

  ・区・学校支援センターによる地域人材を活用した取組の推進 

  ・地域主体による学校施設の管理及び有効活用の推進 

 

43



 

 

プラン３ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：保育環境の整備

保育受入枠の拡大

「第２期保育基本計画」に基づき、

保育受入枠の拡大を進めます。

●認可外保育施設に

おいて本市施策で対応

している受入数（2,316

人）

●「第２期保育基本計

画」に基づく認可外保

育事業の再構築に向

けた検討

●認可外保育施設に

おいて本市施策で対応

している受入数（2,369

人）

●事業の再構築に関

する基本方針の策定

●認可外保育施設に

おける受入枠の拡充

●基本方針に基づく取

組の推進

●認可外保育事業の

再構築に関する基本

方針に基づく事業推進

事業推進

民間活力による多様な保育

サービスの提供

民間活力を活かした長時間延長

保育、一時保育、休日保育など多

様な保育サービスを充実します。

アクションプログラム：地域における子ども・子育て支援施策の推進

次世代育成支援対策の推進

次世代育成支援対策行動計画に

位置付けられた各施策の着実な

推進を図ります。

●私立幼稚園園児の

保護者への保育料等

補助の実施

●私立幼稚園への補

助の実施

●認定こども園におけ

る実践研究

●幼児教育にかかわ

る研修・講座の実施

●私立幼稚園園児の

保護者への保育料等

補助の実施

●私立幼稚園への補

助の実施

●認定こども園におけ

る実践研究

●幼児教育にかかわ

る研修・講座の実施

●国の制度改正の動

向を踏まえた施設のあ

り方検討

●あり方検討に基づく

取組の推進

●小児医療費の一部

助成

●小児医療費の一部

助成

●助成拡充に向けた

検討

●国及び県の制度改

正の動向を踏まえた事

業の見直しの検討

●後期行動計画の検

証

事業推進

●認可保育所の施設

数と定員数（243か所：

20,225人）

　（2014年４月現在）

　（2013年４月比

　 1,270人増）

●140か所：11,390人

（2012年４月現在）

●166か所：13,400人

（2013年４月現在）

●後期行動計画の中

間評価

　①フォーラムの開催

●検討結果に基づく基

本方針の策定

●後期行動計画の推

進及び進捗管理

　①フォーラムの開催

●基本方針に基づく取

組の推進

●191か所

（2014年４月現在）

事業推進

●認可保育所の施設

数と定員数（161か所：

14,675人）

（2010年４月現在）

●多摩区登戸地内（60

人：７月開所）

●「第２期保育基本計

画」の策定

●認可保育所の施設

数と定員数（203か所：

17,490人）

　（2012年４月現在）

　（2011年４月比

　 1,585人増）

●幸区大宮町地内（30

人：７月開所）

●次年度開所・定員増

に向けた取組（1,435人

増）

事業内容・目標
施策計画名 現状

●認可保育所の施設

数と定員数（223か所：

18,955人）

　（2013年４月現在）

　（2012年４月比

　 1,465人増）

●次年度開所・定員増

に向けた取組（1,270人

増）

●認可保育所の施設

数と定員数（180か所：

15,905人）

　（2011年４月現在）

　（2010年４月比

　 1,230人増）

●民間事業者活用型

整備（５か所：150人）

●既存保育所の定員

増（30人増：10月実施）

　　高津区末長地内

●次年度開所・定員増

に向けた取組（1,435人

増）

●後期行動計画の推

進及び進捗管理

●前年度進捗状況の

市民公表

●後期行動計画の推

進及び進捗管理

●前年度進捗状況の

市民公表

●ワーク・ライフ・バラ

ンスの普及啓発

　①フォーラムの開催

●企業における子ど

も・子育て支援の充実

に向けた情報提供・普

及啓発・相談支援

●（仮称）子ども・子育

て新システム検討協議

会の設置・検討

●民間保育所の運営

（92か所：受入定員

8,145人）

（2010年４月現在）

●長時間延長保育事

業の拡充、一時保育

事業の拡充

●民間保育所の運営

（112か所：受入定員

9,435人）

（2011年４月現在）

●長時間延長保育事

業の拡充、一時保育

事業の拡充
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プラン３

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

地域における子育て支援の

推進

子育てに対する不安などを軽減す

るための相談・支援体制の充実を

図ります。また、地域子育て支援

センター等を効率的に活用し、相

談事業とともに親子で遊べる場づ

くりを推進します。さらに、地域に

おける子育て援助活動の支援を

行います。

●認可保育所の保育

士による保育相談事

業の実施

●病後児保育施設の

運営

（３か所：幸区、高津

区、多摩区）

●認可保育所の保育

士による保育相談事

業の実施

●病後児保育施設の

運営

（３か所：幸区、高津

区、多摩区）

●病後児保育施設の

充実に向けた検討

●検討結果に基づく取

組の推進

●「地域子育て支援セ

ンター」の拡充

　①保育所併設型の

　実施

　②こども文化セン

　ター活用型の実施

　③単独設置型の

　実施

●子育てに関する地

域活動の支援等の環

境づくり

　①子育て交流事業

　②地域子育て自主

　グループ支援事業

　③子育てグループ

　育成事業の実施

　④すくすく子育て

　ボランティア事業

　の実施

●「地域子育て支援セ

ンター」の拡充

　①民間保育所併設

　型の拡充（新規１か

　所：幸区）

　②こども文化セン

　ター活用型の実施

　③単独設置型の

　実施

●市が直接運営する

地域子育て支援セン

ターの運営手法の見

直しに向けた検討

●子育てに関する地

域活動の支援等の環

境づくり

　①子育て交流事業

　②地域子育て自主

　グループ支援事業

　③子育てグループ

　育成事業の実施

　④すくすく子育て

　ボランティア事業

　の実施

　①民間保育所併設

　型の拡充（新規２か

　所：幸区、高津区）

●検討結果に基づく取

組の推進

　①民間保育所併設

　型の拡充（新規１か

　所：川崎区）

●「地域子育て支援セ

ンター」の実施（全52

か所）

●民間保育所併設型

の実施（26か所）

区における総合的な子ども

支援の推進

地域の実情にあわせて、総合的な

子どもの支援を実施します。

●区が主体となり地域

の実情にあわせた総

合的な子どもの支援を

実施

●区役所を地域におけ

る子ども支援の拠点と

して、地域の実情にあ

わせた総合的な子ども

支援施策を実施

●子育てに関する相

談・支援事業の実施

　①家庭相談員や子

　ども教育相談員に

　よる相談

　②ふれあい子育て

　サポート事業

　③産後家庭支援ヘ

　ルパー派遣事業

　④ちびっ子健康教

　室の実施

　⑤在日外国人母子

　保健サービス支援

　事業の実施

　⑥乳幼児虐待予防

　事業の実施

　⑦子育て短期利用

　事業

●子育てに関する相

談・支援事業の実施

　①家庭相談員や子

　ども教育相談員に

　よる相談

　②ふれあい子育て

　サポート事業

　③産後家庭支援ヘ

　ルパー派遣事業

　④ちびっ子健康教

　室の実施

　⑤在日外国人母子

　保健サービス支援

　事業の実施

　⑥乳幼児虐待予防

　事業の実施

　⑦子育て短期利用

　事業

事業推進

事業推進

事業内容・目標
施策計画名 現状
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プラン３ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：子どもの総合的な相談・支援機能の強化

高度専門的な相談支援の充

実

●発達相談支援セン

ターにおける相談支援

の実施

●発達障害者支援体

制整備検討委員会の

開催

●発達障害支援コー

ディネーター養成研

修、各種研修の実施

●地域療育センターに

おける発達相談支援

の実施

●発達相談支援セン

ターにおける相談支援

の実施

●発達障害者支援体

制整備検討委員会の

開催

●発達障害支援コー

ディネーター養成研

修、各種研修の実施

●（仮称）中央療育セ

ンター通所部門及びこ

ども家庭センターにお

ける発達相談機能の

充実

●指定管理者制度等

民間部門の活用に伴う

南部及び北部地域療

育センターにおける発

達相談機能の充実

●南部地域療育セン

ターの基本設計

●(仮称）中央療育セン

ター通所部門の整備

●北部地域療育セン

ターの管理運営におけ

る民間部門の活用に

向けた検討

●実施設計

●指定管理者制度の

導入による(仮称）中央

療育センター通所部門

の開設・運営

●(仮称）中央療育セン

ター入所部門の設計、

建設工事着手

●北部地域療育セン

ターの管理運営におけ

る民間部門の活用に

向けた取組の推進

●建設工事着手

●完成

●移転整備完了

●入所部門（現しいの

き学園）と通所部門（現

中部地域療育セン

ター）を機能統合し、

指定管理者制度を導

入して(仮称）中央療育

センターを開設

●指定管理者制度の

導入による南部地域

療育センター開設

（2014年度）

●民間部門を活用した

北部地域療育センター

の運営

要保護児童支援施策の推進

事情により家庭での養育が困難な

児童などが入所し、安心して暮ら

せる施設の整備や里親制度の充

実に向けた取組を推進します。

●（仮称）南部児童養

護施設の開設

(2014年度)

●（仮称）中部児童養

護施設の開設

(2014年度)

事業推進

●こども家庭センター

の完成

●各相談機関に対す

る専門的支援

●療育・障害・教育部

門等と連携した総合的

相談支援体制の推進

●児童に関する各種

相談・支援

●要保護児童対策地

域協議会による関係

機関との連携

●地域、家庭、学校等

において養育が困難な

児童の一時保護（定員

40名）

●基本・実施設計

●基本・実施設計

　

●基本計画を踏まえた

取組推進

●北部地域乳児院の

運営

●建設工事

●建設工事

こども家庭センターや発達相談支

援センター、地域療育センター等

において、療育・障害・教育部門等

と連携した、子どもに関する高度

専門的で総合的な相談・支援の充

実を図ります。また、障害児や発

達に不安のある児童などが早期に

療育を開始できる環境づくりを推

進します。

●「要保護児童施設整

備の基本方針」に基づ

く取組の推進

●（仮称）南部児童養

護施設の整備（基本計

画）

●（仮称）中部児童養

護施設の整備（基本計

画）

●北部地域における児

童養護施設の整備に

向けた基本計画の策

定

●北部地域乳児院の

開設・運営

施策計画名 現状
事業内容・目標

事業推進
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プラン３

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●「里親の支援・拡充

推進に向けた基本方

針」に基づく里親制度

の推進

　①里親の登録数

　及び委託の増加に

　向けた広報・啓発

　②里親養育援助事

　業、レスパイト・ケア

　事業の実施

　③養育技術の向上

　を図るための研修

　の実施

　④里親支援機関事

　業の充実に向けた

　検討

　⑤委託里親への支

　援の実施

●「里親の支援・拡充

推進に向けた基本方

針」に基づく里親制度

の推進

　①里親の登録数

　及び委託の増加に

　向けた広報・啓発

　②里親養育援助事

　業、レスパイト・ケア

　事業の実施

　③養育技術の向上

　を図るための研修

　の実施

　④里親支援機関事

　業の充実に向けた

　取組の推進

　⑤委託里親への支

　援の実施

事業推進

アクションプログラム：総合的な学校教育の推進

教育改革の推進

●教職員同士の教え

合いを促進し、校内研

究の充実をめざす研

究協力校の実践を支

援

●校内研究の実施等

授業力向上に向けた

研究協力校における取

組の推進

●魅力ある授業づくり

を目的としたガイドライ

ンの作成

●ガイドラインに基づ

いた校内研修・研究授

業による授業改善の

実施

●中高一貫教育校の

基本構想及び学習基

本計画の検討

●カリキュラム開発及

びＩＣＴ環境整備の検討

●中高一貫教育開始

（2014年度）

学校教育活動の充実

●課題別学習や習熟

度別学習などの少人

数指導の実施

●小学校１年生の35

人以下学級の実施

●課題別学習や習熟

度別学習などの少人

数指導の充実

●小学校１年生の35

人以下学級の実施

●国における学級編制

標準の見直しの動向

を踏まえた検討

●外国語指導助手

　①小学校への配置

　(30人）

　②中学校への配置

　（20人）

　③高等学校への配

　置（５人）

●外国語指導助手

　①小学校への配置

　(新規５人、計35人）

　②中学校への配置

　（新規２人、計22人）

　③高等学校への配

　置（５人）

●外国語指導助手

　①小学校への配置

　（35人）

　②中学校への配置

　（新規５人、計27人）

●外国語指導助手

　②中学校への配置

　（新規３人、計30人）

施策計画名 現状
事業内容・目標

事業推進

 

●CST修了者の教員

採用募集

●学習状況調査の実

施と授業改善

●新学習指導要領に

対応した学校教育の

推進

●教育活動サポー

ターの配置

●横浜国立大学と連

携した中核理科教員

（CST）養成プログラム

の実施

●市内拠点校での

CST実習生の受入

●理科支援員を全小

学校に配置

●先端科学技術者の

巡回授業を開始

事業推進●学校の状況や地域

事情を踏まえた小中連

携教育の推進

●カリキュラム開発研

究校における小中連携

教育の研究

（各区１中学校区）

●学校の状況や地域

事情を踏まえた小中連

携教育の推進

●カリキュラム開発研

究校における小中連携

教育の研究

（各区１中学校区）

小中連携教育や中高一貫教育、

教員の授業力向上などの教育改

革に向けた先導的プロジェクトを推

進します。

●学習状況調査の実

施と授業改善

●新学習指導要領の

対応の検討

●教育活動サポー

ターの配置

●横浜国立大学と連

携した中核理科教員

（CST）養成プログラム

の検討・試行実施

●理科支援員を全小

学校に配置

●研究者・技術者を学

校に派遣

新学習指導要領に的確に対応し

て、少人数指導や少人数学級の

推進、川崎の特色を活かした理科

教育や音楽、スポーツ活動の充

実などを通じて児童生徒に確かな

学力や健康・体力、豊かな心を育

む学校教育活動の充実を図りま

す。また、スクールガード・リー

ダーや地域交通安全員、AEDの配

置など、学校の安全対策を進めま

す。
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プラン３ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

●教職員の資質、指

導力の向上をめざした

研修の実施

●初任者研修等指導

員の配置による研修

体制の充実

●教職員の資質、指

導力の向上をめざした

研修の実施

●初任者研修等指導

員の配置による研修

体制の充実

事業推進

●「地域に開かれた子

どもの音楽活動」の実

施

●「子どものための

オーケストラ鑑賞」の実

施

●「地域に開かれた子

どもの音楽活動」の実

施

●「子どものための

オーケストラ鑑賞」の実

施

●市内音楽大学と連

携した「ジュニア音楽

リーダー」の育成

●学校における朝読

書・読み聞かせブック

トークの実施

●図書館コーディネー

ターの配置による読書

環境の充実

●川崎フロンターレ等

との連携による読書推

進事業の推進

●学校における朝読

書・読み聞かせブック

トークの実施

●図書館コーディネー

ターの配置による読書

環境の充実

●川崎フロンターレ等

との連携による読書推

進事業の推進

●「かわさき読書100選

(小学校低学年版）」の

改訂・発行

●「かわさき読書100選

(小学校高学年版）」の

改訂・発行

●中学校総合体育大

会、市立小学校地区

別運動会、小学生陸

上記録会の実施

●小中学校が連携し

た体育活動の充実

●小学校体育授業、

中学校武道授業・運動

部活動への地域人材

の配置

●中学校総合体育大

会、市立小学校地区

別運動会、小学生陸

上記録会の実施

●小中学校が連携し

た体育活動の充実

●地域スポーツ人材

の配置による小学校

体育授業、中学校武

道授業・運動部活動の

充実

●スクールガード・リー

ダー16人配置

●地域交通安全員の

配置、70か所

●AEDの全校配置完

了

●スクールガード・リー

ダー18人配置

●地域交通安全員の

配置拡充

●AEDの適切な維持

管理

●校外活動用に携帯

型AEDの配置

●地域交通安全員の

配置

児童生徒指導・相談の充実

（いじめ・不登校等への対

策）

●スクールカウンセ

ラー、学校巡回カウン

セラーの配置

●フレンドシップかわさ

き（不登校対策推進事

業）の実施

●スクールソーシャル

ワーカーの配置

（４人）

●スクールカウンセ

ラー、学校巡回カウン

セラーの配置

●フレンドシップかわさ

き（不登校対策推進事

業）の実施

●スクールソーシャル

ワーカーの配置拡充

（新規１人、計５人）

●スクールソーシャル

ワーカーの配置拡充

（新規１人、計６人）

●スクールソーシャル

ワーカーの配置拡充

（新規１人、計７人）

●適応指導教室「ゆう

ゆうなかはら」の開設

●適応指導教室の運

営、５か所

●適応指導教室の整

備（高津区）

●適応指導教室の運

営、５か所

●適応指導教室の開

設（高津区）

●適応指導教室の運

営、６か所

事業内容・目標

●「かわさき共生＊共

育プログラム」の実践

によるいじめ不登校を

生まない取組の推進

●インターネット相談

窓口の運営による問

題の早期対応と未然

防止の取組の推進

●「かわさき共生＊共

育プログラム」の実践

によるいじめ不登校を

生まない取組の推進

●インターネット相談

窓口の運営による問

題の早期対応と未然

防止の取組の推進

事業推進

施策計画名 現状

スクールカウンセラーの配置やス

クールソーシャルワーカーの拡

充、適応指導教室の新規開設な

どを進めるとともに、「かわさき共

生＊共育プログラム」の実践等に

よって、いじめ・不登校を生まない

取組を推進します。
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プラン３

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

特別支援教育の推進

障害のある児童生徒の一人ひとり

の教育的ニーズを把握した支援を

推進します。

アクションプログラム：教育環境の整備

義務教育施設等の効率的マネ

ジメント

●再生整備手法の検

討

●モデル事業設計

（２校）

●モデル事業工事

（２校）

●モデル事業の検証

●モデル事業の検証

を踏まえた取組の推進

●学校施設の維持補

修の実施

●「教育施設長期保全

計画」策定に向けた検

討

●「教育施設長期保全

計画」策定

事業推進

●学校トイレの環境整

備(９校、32か所)

●既存校のエレベー

ターの設置(３校）

●学校トイレの環境整

備（22校、75か所）

●既存校のエレベー

ターの設置（５校）

●学校トイレの環境整

備（10校、37か所）

●既存校のエレベー

ターの設置（２校）

●学校トイレの環境整

備（７校、25か所）

●既存校のエレベー

ターの設置（２校）

●改築工事

　①上作延小着手

　②百合丘小着手

●大規模改修工事

　①大師中

　②西中原中

　③大師小着手

　④川中島小着手

　⑤東菅小着手

　⑥旭町小着手

●統合に伴う改修工事

　①さくら小着手

●改築工事

　①上作延小完成

　②百合丘小完成

●大規模改修工事

　①大師中完成

　②西中原中完成

　③大師小

　④川中島小

　⑤東菅小

　⑥旭町小

●統合に伴う改修工事

　①さくら小完成

●大規模改修工事

　③完成

　④完成

　⑤完成

　⑥完成

●老朽化した校舎の

施設整備方針の検討

●老朽化した校舎の

施設整備方針の策定

●田島養護学校整備

基本・実施設計

●聾学校の専門性向

上に向けた取組の推

進

●市立養護学校高等

部分教室整備に向け

た取組の推進

●田島養護学校整備

実施設計

●聾学校の専門性向

上に向けた取組の推

進

●市立養護学校高等

部分教室開設

●整備着手

●新専門学科開設

●完了 ●供用開始

（2014年度）

●川崎高校及び附属

中学校整備基本・実施

設計

●川崎高校及び附属

中学校整備実施設計・

整備着手

●整備 ●完了 ●供用開始

（2014年度）

●特別支援教育サ

ポーターの配置

（100人）

●特別支援教育巡回

指導員の配置

●中学校通級指導教

室（北部）の整備手法

検討

●中学校通級指導教

室（南部）、（中部）整

備完了

●小学校通級指導教

室

　①多摩区

　　整備手法検討

　②麻生区

　　基本・実施設計

●重複障害特別支援

学級の再整備の検討

事業推進

●特別支援学校小学

部へ移行（2014年度）

・大戸小、稲田小

●重複障害特別支援

学級の方向性再検討

（2014年度）

・さくら小

事業内容・目標

●特別支援教育サ

ポーターの配置拡充

（新規10人、計110人）

●特別支援教育巡回

指導員と区教育担当

の連携強化による障

害のある児童生徒へ

の支援充実

●中学校通級指導教

室（北部）工事基本・実

施設計

●小学校通級指導教

室

　①多摩区

　　基本・実施設計

　②麻生区

　　基本・実施設計

●重複障害特別支援

学級の再整備の検討

●重複障害特別支援

学級の研究実践

・さくら小

●特別支援教育サ

ポーターの配置による

教育的支援の充実

●小学校通級指導教

室

　①基本・実施設計

　②工事着手

●工事着手・完成

●小学校通級指導教

室

　①工事着手・完成・

　　移転

　②完成・移転

●特別支援学校小学

部移行に向けた整備

・大戸小、稲田小

老朽化した校舎や学校施設を改

築・改修し、多様化する教育内容

や教育方法に対応できる学校施

設として整備し、教育環境改善を

図るとともに、学校施設の長寿命

化、環境対策を実施します。ま

た、田島養護学校や聾学校、市立

養護学校の分教室など、特別支

援学校等の再編整備を進めま

す。さらに、川崎高校を併設型の

中高一貫教育校及び二部制定時

制課程を有する学校へ再編整備

するなど、魅力ある市立高等学校

づくりを進めます。

施策計画名 現状
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プラン３ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

児童生徒の増加に対応した教

育環境の整備

児童生徒の増加に的確に対応し

た教育環境整備を実施します。

アクションプログラム：地域に開かれた学校づくり

特色ある学校づくり

創意工夫を活かした教育活動の

充実を図るため、地域人材の活用

を推進するなど、特色ある学校づ

くりを進めます。

地域に開かれた学校づくり

●区における学校運営

支援等の推進

　①学校運営全般に

　対する支援

　②学校間及び学校

　と地域の連携強化

　③地域諸団体・機

　関との連携強化に

　よる子ども支援の

　充実

　④学校施設の有効

　活用の推進

●スクールソーシャル

ワーカーの配置

（４人）

●「区・学校支援セン

ター」による取組の推

進

●区における学校運営

支援等の推進

　①学校運営全般に

　対する支援

　②学校間及び学校

　と地域の連携強化

　③地域諸団体・機

　関との連携強化に

　よる子ども支援の

　充実

　④学校施設の有効

　活用の推進

●スクールソーシャル

ワーカーの配置拡充

（新規１人、計５人）

●「区・学校支援セン

ター」による取組の推

進

●スクールソーシャル

ワーカーの配置拡充

（新規１人、計６人）

●スクールソーシャル

ワーカーの配置拡充

（新規１人、計７人）

●土日・夜間などの地

域を主体とした学校施

設（校庭・体育館・プー

ル・教室等）の管理及

び有効活用の推進

●区役所と連携した学

校施設有効活用の検

討

●学校図書館の有効

活用の実施

●受益者負担の導入

に向けた検討

●土日・夜間などの地

域を主体とした学校施

設（校庭・体育館・プー

ル・教室等）の管理及

び有効活用の推進

●幸区役所と連携した

学校施設有効活用の

ケーススタディの実施

●学校図書館の有効

活用の実施

●受益者負担の導入

に向けた検討

●ケーススタディの成

果を踏まえた他の地域

での学校施設有効活

用の推進

●受益者負担の導入

●コミュニティ・スクー

ルの運営支援

●コミュニテイ・スクー

ルの取組成果を他の

学校へ周知

●コミュニティ・スクー

ルの運営支援

●コミュニテイ・スクー

ルの取組成果を他の

学校へ周知

事業推進

学校が抱えるさまざまな課題を地

域社会と連携して解決していくた

めに、区における教育支援を充実

するとともに、保護者、地域住民、

学校が一体となって学校運営に取

り組むコミュニティ・スクールの取

組成果を他の学校へ周知します。

また、市民主体による学校施設の

有効活用を進めます。

●地域人材を活用した

特色ある学校づくりの

推進

●教育ボランティア

コーディネーター配置

による学校教育活動

の充実

●各校の創意工夫を

活かした取組の推進

●地域人材を活用した

特色ある学校づくりの

推進

●教育ボランティア

コーディネーター配置

による学校教育活動

の充実

●各校の創意工夫を

活かした取組の推進

事業推進

事業内容・目標

●実施設計

●校舎増築工事

　

　③着手

●校舎改築工事

　①着手

　

　②基本・実施設計

●整備着手

●校舎増築工事

　

③完成

●校舎改築工事

　①完成

　

　②着手

●武蔵小杉駅周辺地

域の小学校新設に向

けた検討

●子母口小と東橘中

の教育環境整備の検

討

●校舎増築工事

　①今井小着手

　②末長小着手

　③はるひ野小中

　　基本・実施設計

●校舎改築工事

　①大谷戸小

　　基本調査

●児童生徒が増加し

ている地域ごとの対応

の検討

●武蔵小杉駅周辺地

域の小学校新設に向

けた取組の推進

●子母口小と東橘中

の合築整備基本・実施

設計

●校舎増築工事

　①今井小完成

　②末長小完成

　③はるひ野小中

　　基本・実施設計

●校舎改築工事

　①大谷戸小

　　基本・実施設計

　②上丸子小

　　基本構想

　　基本・実施設計

●児童生徒が増加し

ている地域ごとの対応

の検討

事業推進

●完了（2014年度）

●校舎改築工事

　②完成（2014年度）

施策計画名 現状
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○ 世界的な課題となっている地球温暖化の

問題を解決していくには、地球全体で考

え、地域でできることから対応を進めて

いくことが求められています。 

○ 本市では、優れた環境技術や省エネルギ

ー技術を有する世界的な企業が事業活動

を行っていることから、こうした特徴・

強みを活かした取組が、地球全体の温室

効果ガスを削減していくことにつながり

ます。特に、環境産業の集積を活かし、

関連機関との連携を通して、環境に関す

る技術や研究開発の成果により国際貢献

に取り組むとともに、その取組を国内外

に情報発信して対外的にアピールしてい

くことも有効です。 

○ あわせて、温室効果ガスは、あらゆる主

体から排出されるものであることから、

多様な主体の協働により、地域での取組

を進めていく必要があります。 

○ 二酸化炭素をほとんど排出しない再生可

能エネルギーの導入は、地球温暖化対策

を推進していく上で重要な手段であり、

更なる拡大が求められています。 

○ 本市は近年人口が増加している中にあっ

て、廃棄物の総排出量はほぼ横ばいに推

移しており、市民１人１日あたりでは減

少しているなど、減量・リサイクルの取

組は市民の間に浸透してきています。し

かし、排出量自体は依然として高水準で

あり、廃棄物の減量化とともに、3 焼却

処理施設体制の構築による環境負荷の低

減へ向け、市民・事業者・行政の協働の

もと、更なる発生・排出抑制に取り組ん

でいく必要があります。 

○ こうした中で、持続可能な社会の構築に

向けて、環境配慮行動を広く普及させる

ため、低炭素・資源循環・自然共生の三

本を柱に、ＣＣかわさき“エコ暮らし”

をキャッチフレーズとして、環境配慮行

動を広く市民に呼びかけるキャンペーン

を全市で展開しています。 

 

 

 

 

 

ＣＣかわさき（カーボン・チャレンジ川崎エコ戦略）の推進 

環境技術を活かした国際貢献 

・アジア・太平洋エコビジネスフォーラムの開催 

・UNEPプロジェクトへの協力・支援 

・中国・瀋陽市との友好提携30周年を契機とした環境技術移転に向けた取組の推進 

・川崎国際環境技術展の開催 

・2012年度 環境総合研究所の開設 

地球環境配慮の推進 

・地球温暖化対策推進条例に基づく計画書制度の運用 

・低ＣＯ2川崎ブランドの認定・製品の普及の推進 

・川崎市地球温暖化防止活動推進センターを核とした協働の取組の推進 

・電気自動車・倍速充電スタンドの導入への助成の実施 

・市内の荷主や荷受人が主体となり、製品等の出荷に際して、環境に配慮した運搬を要請する

「エコ運搬制度」の運用 

・2013年度 低炭素都市づくり方針の策定 

・  〃   （仮称）環境配慮型施設等設計指針の策定 
 

 プラン４ 環境配慮・循環型の地域社会づくり 

 状況認識と本市の課題 

 アクションプログラム 
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再生可能エネルギー導入の推進 

・エネルギー利用の効率化をめざしたスマートシティモデル事業の推進 

・家庭用太陽光発電設備の補助の拡充 

・公共施設における再生可能エネルギー利用設備の導入 

・2011年度 川崎大規模太陽光発電所の竣工 

・  〃   「（仮称）かわさきエコ暮らし未来館」（愛称：CCかわさき館）の開設 

 

ごみ減量化と分別・リサイクルの推進 

生ごみリサイクルの推進 

・学校給食残さの堆肥化・飼料化モデル事業の実施 

・生ごみ処理機等の購入助成 

分別収集の拡充 

・201３年度 プラスチック製容器包装の分別収集の全市実施 

３焼却処理施設体制の構築に向けた取組の推進 

・2011年度 3焼却処理施設体制の構築に向けた基本的な考え方の取りまとめ 

・  〃   リサイクルパークあさおのごみ焼却処理施設の完成 
・  〃   リサイクルパークあさおの資源化処理施設の整備着手（2014年度 完成） 
・2012年度 新たな焼却処理施設の基本計画の策定 

・  〃   浮島処理センターの基幹的整備の完了 
・  〃   処理センターの大規模整備着手（2014年度 完了） 

52



 

 

プラン４

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：ＣＣかわさき（カーボン・チャレンジ川崎エコ戦略）の推進

環境技術を活かした国際貢

献

公害問題を契機として、本市に蓄

積されてきた高度な環境技術、人

材、ノウハウなどがを活用しなが

ら、海外への技術移転や海外から

の訪問者の受入を通じて環境技

術などを広め、地球全体での温室

効果ガス排出量の削減など、国際

貢献を進めます。

事業内容・目標
施策計画名 現状

●「環境産業フォーラ

ム」の開催

●環境技術・製品等の

データベースの構築及

び情報発信

●「環境産業フォーラ

ム」の開催

●市内環境技術・製品

等の情報発信・ビジネ

ス支援

●環境技術情報セン

ターの設置・運営

　①産学公民連携ネッ

　トワークを活用した

　情報収集・発信

　②産学公民連携に

　よる環境技術研究・

　開発等の推進

●環境総合研究所の

設備等の設計

●環境技術情報セン

ターの運営

　①産学公民連携ネッ

　トワークを活用した

　情報収集・発信

　②産学公民連携に

　よる環境技術研究・

　開発等の推進

●環境総合研究所整

備

●環境総合研究所の

開設・運営

　①低炭素まちづくり

　など都市と産業の

　共生に向けた研究

　②川崎の優れた環境

　技術による国際貢献

　の推進

　③環境技術情報の

　収集と発信

　④環境改善と環境汚

　染の未然防止のため

　の監視・調査・研究

　⑤多様な主体と連携

　した環境教育・学習

　の実施

●産学公民連携によ

る環境技術研究・開発

の推進

●環境総合研究所の

運営

事業推進

●アジア・太平洋エコ

ビジネスフォーラムの

開催

●UNEPプロジェクトへ

の協力・支援

●「国連グローバル・コ

ンパクト」、「かわさきコ

ンパクト」の推進

●中国瀋陽市との循

環経済発展協力協定

の締結・協定に基づく

取組の推進

●産業排熱の民生活

用事業化への支援

●NPO法人産業・環境

創造リエゾンセンター

との連携によるエネル

ギー・資源循環の事業

化に向けた検討

●アジア・太平洋エコ

ビジネスフォーラムの

開催

●UNEPプロジェクトへ

の協力・支援

●「国連グローバル・コ

ンパクト」、「かわさきコ

ンパクト」の推進

●中国瀋陽市との循

環経済発展協力協定

に基づく取組の推進

　①環境技術移転に向

　けた取組の推進

　②友好提携30年を契

　機とした循環経済発

　展の推進

●中国瀋陽市との循

環経済発展協力協定

に基づく取組の推進

　①環境技術移転に向

　けた取組の推進

●産学公民連携組織

と連携し、新たな資源・

エネルギーの資源循

環・有効利用に向けた

取組の推進

●川崎臨海部の取組

について国内外に情報

発信

●「京浜臨海部コンビ

ナート高度化等検討会

議」の運営

●「川崎国際環境技術

展」の開催

●技術展出展企業等

へのマッチングフォ

ローアップの実施

●「川崎国際環境技術

展」の開催

●技術展出展企業等

へのマッチングフォ

ローアップの実施

●川崎ゼロ・エミッショ

ン工業団地を中心とす

るエコタウンの情報発

信、エコ学習の実施

●川崎ゼロ・エミッショ

ン工業団体を中心とす

るエコタウンの情報発

信、エコ学習の実施
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プラン４ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

地球環境配慮の推進

温室効果ガスについては、事業

者、市民、市のそれぞれから排出

されるものであり、それぞれの役

割と責任に応じて削減していく必

要があることから、市は、事業者

及び市民の温室効果ガス排出量

の削減のため取組などを促進しま

す。

●川崎市地球温暖化

防止活動推進センター

を核とした協働の取組

の推進

●川崎市地球温暖化

防止活動推進員の委

嘱、推進員による温暖

化防止活動の促進

●CCかわさき交流

コーナーでの普及啓発

活動の実施

●CC川崎エコ会議を

通じたネットワーク形成

や情報発信の推進

●かわさき地球温暖化

対策推進協議会の運

営

●川崎市地球温暖化

防止活動推進センター

の指定

●川崎市地球温暖化

防止活動推進員の委

嘱の準備

●CCかわさき交流

コーナーの開設

●CC川崎エコ会議の

設置及び運営

●「(仮称)環境配慮型

施設等設計指針」の策

定

●「（仮称）環境配慮型

施設等設計指針」に基

づく省エネルギーの取

組の推進

●地球温暖化対策推

進条例に基づく計画書

制度等の運用・見直し

の検討

●「低CO2川崎ブラン

ド」の認定及び普及の

推進

●中小規模事業者向

け省エネ診断の実施

●中小規模事業者に

おける効果的な省エネ

支援策の検討

事業内容・目標

●地球温暖化対策推

進計画（CCかわさき推

進プラン）の策定

●川崎駅東口など、公

共公益施設における省

エネルギー機器等の

率先導入の実施

●環境配慮契約推進

方針の策定

●グリーン購入推進方

針に基づく取組の推進

●公用車における電気

自動車の導入

●地球温暖化対策推

進計画（CCかわさき推

進プラン）に基づく市の

率先取組の推進

●「(仮称)環境配慮型

施設等設計指針」の検

討

●エネルギー効率の

高い機器の導入や断

熱性能の向上による

公共公益施設における

省エネルギーの取組

のモデル実施

●環境に配慮した電力

入札の実施など、環境

配慮契約推進方針に

基づく取組の推進

●グリーン購入推進方

針に基づく取組の推進

●公用車における電気

自動車の導入

●CCかわさきに基づく

取組の推進

●地球温暖化対策推

進計画（CCかわさき推

進プラン）に基づく取組

の推進

●地球温暖化対策推

進条例に基づく計画書

制度等の運用

●低炭素都市づくり方

針の検討

●「低CO2川崎パイ

ロットブランド」の選定

及び普及の推進

●中小規模事業者向

け省エネ診断・エコ化

支援事業の実施

施策計画名 現状

●地球温暖化対策推

進実施計画の改定に

向けた検討

●低炭素都市づくり方

針の策定

事業推進●CCかわさきに基づく

取組の推進

●地球温暖化対策推

進計画（CCかわさき推

進プラン）の策定

●地球温暖化対策推

進条例の制定・同条例

に基づく計画書制度等

の運用

●「低CO2川崎パイ

ロットブランド」の選定

及び普及の推進

●中小規模事業者向

け省エネ診断・エコ化

支援事業の実施
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プラン４

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

再生可能エネルギー導入の

推進

地産地消のエネルギーという特徴

を持つ太陽光、太陽熱といった再

生可能エネルギー源、さらには、

臨海部を中心に存在している未利

用エネルギーなど、地域における

エネルギーの有効利用を推進しま

す。

事業内容・目標

●大型ハイブリッド車

などの低公害車に係る

事業者への支援の実

施

●県条例によるディー

ゼル車運行規制に基

づく監視等

●「(仮称)かわさきエコ

暮らし未来館」(愛称：

CCかわさき館)の運営

●家庭用太陽光発電

設備の補助の実施

●太陽熱など、他の再

生可能エネルギーの

普及に向けた取組の

推進

●電気自動車導入助

成の実施

●倍速充電スタンド導

入助成の実施

●エコ運搬制度の運

用

●エコドライブの普及

促進

●交通環境配慮行動

メニューの普及拡大

●環境ロードプライシ

ングの拡充に向けた検

討

●交通環境配慮行動

メニューの普及拡大、

新たなメニューの検討

●自動車公害防止計

画の見直しの実施

●交通環境配慮行動

メニューの普及拡大

●環境ロードプライシ

ングの拡充に向けた検

討

●自動車公害防止計

画の見直しの検討

●川崎大規模太陽光

発電所の竣工

●「(仮称)かわさきエコ

暮らし未来館」(愛称：

CCかわさき館)の開

設・運営

●CCかわさきエネル

ギーパークの構想の

推進

●スマートシティモデ

ル事業の推進

●家庭用太陽光発電

設備の補助の拡充

●太陽熱など、他の再

生可能エネルギーの

普及に向けた取組の

検討

●公共施設における再

生可能エネルギー利

用設備の導入

●大型ハイブリッド車

などの低公害車や最

新規制適合車代替に

係る事業者への支援

の実施

●県条例によるディー

ゼル車運行規制に基

づく監視等

●電気自動車導入助

成制度の創設・実施

●倍速充電スタンド導

入助成制度の創設・実

施

●エコ運搬制度の創

設・運用

●エコドライブの普及

促進

施策計画名 現状

事業推進

事業推進

●交通環境配慮行動

メニューの改定

●「かわさき新エネル

ギー・環境展」の開催

●新エネルギー振興

協会の運営体制の充

実

●個別相談事案の事

業化に向けた支援の

実施

●「川崎市新エネル

ギー振興協会」の支援

●「新エネルギー産業

セミナー」の開催

●川崎大規模太陽光

発電所の整備

●「(仮称)かわさきエコ

暮らし未来館」(愛称：

CCかわさき館)の整備

●CCかわさきエネル

ギーパークの構想の

検討

●スマートシティモデ

ル事業の調査

●家庭用太陽光発電

設備補助の実施

●公共施設における再

生可能エネルギー利

用設備の導入
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プラン４ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：ごみ減量化と分別・リサイクルの推進

生ごみリサイクルの推進

家庭から排出されるごみの重量の

約30％を占めている生ごみについ

て、その減量化・資源化を進めま

す。

分別収集の拡充

●生ごみ処理機等助

成の実施

●生ごみリサイクルの

普及啓発

　①リサイクル講習会

　の開催

　②リサイクルハンド

　ブックの配布

●生ごみ処理機等助

成の実施

●生ごみリサイクルの

普及啓発

　①リサイクル講習会

　の開催

　②リサイクルハンド

　ブックの改定・配布

施策計画名 現状
事業内容・目標

●生ごみリサイクルプ

ランに基づく取組の推

進

●生ごみリサイクル推

進モデル事業の実施

　①学校給食残さの堆

　肥化・飼料化の実施

●生ごみリサイクル活

動を行う市民団体への

助成制度の創設・実施

●生ごみリサイクル

リーダー活動の支援の

実施

●生ごみリサイクルプ

ランに基づく取組の推

進

●生ごみリサイクル推

進モデル事業の実施

　①学校給食残さの堆

　肥化・飼料化の拡充

●生ごみリサイクル活

動を行う市民団体への

助成の実施

●生ごみリサイクル

リーダー活動の支援の

実施

●大学と連携した地域

循環事業の実施に向

けた検討

事業推進

●空き缶・空き瓶・ペッ

トボトル・小物金属・ミッ

クスペーパー・使用済

み乾電池の分別収集

の実施

●プラスチック製容器

包装分別収集の南部

３区（川崎区、幸区、中

原区）実施

●空き缶・空き瓶・ペッ

トボトル・小物金属・ミッ

クスペーパー・使用済

み乾電池の分別収集

の実施

●プラスチック製容器

包装分別収集の南部

３区（川崎区、幸区、中

原区）実施

●北部地域の空き瓶

収集業務の委託化

●全市の空き瓶収集

業務の委託化

●プラスチック製容器

包装の分別収集の全

市実施

事業推進

●ごみの分け方・出し

方リーフレットの全戸

配布

●出前ごみスクール、

ふれあい出張講座の

開催

●ミックスペーパー分

別収集の全市実施に

向けた広報の実施

●プラスチック製容器

包装の分別収集南部

３区実施に向けた広報

の実施

●ごみの分け方・出し

方リーフレットの全戸

配布

●出前ごみスクール、

ふれあい出張講座の

開催

●ミックスペーパー分

別収集の全市実施に

係るフォローアップ広

報の実施

●プラスチック製容器

包装の分別収集先行

実施地域でのフォロー

アップ広報の実施

資源化率の向上を図るため、プラ

スチック製容器包装など、分別収

集の取組を進めます。

●資源集団回収の実

施

●資源集団回収の充

実に向けた取組の推

進

●多量排出事業者へ

の立ち入りなど、排出

事業者に対する指導

の実施

●リサイクルエコショッ

プの加入促進

●多量排出事業者へ

の立ち入りなど、排出

事業者に対する指導

の実施

●リサイクルエコショッ

プの加入促進

●事業系ごみ施設搬

入手数料の見直しに

向けた検討

●プラスチック製容器

包装の分別収集全市

実施に向けた広報の

実施

●プラスチック製容器

包装の分別収集全市

実施に係るフォロー

アップ広報の実施
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プラン４

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

３焼却処理施設体制の構築に

向けた取組の推進

施策計画名 現状
事業内容・目標

●浮島処理センターの

基幹的整備の完了

●３焼却処理施設体

制構築に向けた処理セ

ンターの大規模整備

着手

●基礎調査等の実施 ●３焼却処理施設体

制構築に向けた基本

的な考え方の取りまと

め

●基本的な考え方を

踏まえた新たな焼却処

理施設の基本計画の

検討

環境負荷を低減するため、焼却ご

み量の削減を進め、2015年度から

３焼却処理施設体制とすることめ

ざした取組を進めます。

●浮島処理センターの

基幹的整備着手

●浮島処理センター基

幹的整備

●リサイクルパークあ

さお資源化処理施設

の整備

●リサイクルパークあ

さお資源化処理施設

完成（2014年度)

●基本的な考え方を

踏まえた新たな焼却処

理施設の基本計画の

策定

●焼却処理施設整備

に向けた法令手続き

事業推進

●３焼却処理施設体

制構築に向けた処理セ

ンターの大規模整備

●リサイクルパークあ

さおごみ処理施設の整

備着手（2007年度）

●リサイクルパークあ

さお資源化処理施設

の建設に向けた取組

●リサイクルパークあ

さおごみ焼却処理施設

の完成

●リサイクルパークあ

さお資源化処理施設

の整備着手

●大規模整備完了

(2014年度)
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○ 大規模公園緑地は、都市のオープンスペ

ースの中核として、良好な都市環境の形

成等において重要な役割を担っており、

今後さらに都市構造の変化や少子高齢社

会を見据えながら、その立地特性を踏ま

えた個性と魅力のある整備を行うことが

必要です。 

○ 都市の緑は、自然生態系の保全、良好な

都市景観の形成、ヒートアイランド現象

の緩和、うるおいとやすらぎの場の提供

など、さまざまな効用があり、豊かでう

るおいのある暮らしを確保していくため

に、緑の保全と創出が重要な課題となっ

ています。 

○ 開発需要が高い都市部においては、地権

者の相続発生などを契機として、貴重な

環境資源である斜面緑地やまとまりのあ

る緑の減少傾向が見受けられます。 

○ 市街化の傾向が著しい本市では、新たな

緑を創出するとともに、質の高い緑とし

て維持管理することが重要であり、市

民・事業者・行政が協働で花と緑を基調

とした魅力づくりを図る必要があります。 

○ 人口構成や周辺環境が変化する中で、緑

や公園に対するニーズが多様化している

ことを踏まえ、整備のあり方や利用方法、

維持管理について、地域との協働により

検討し取り組む新たなしくみづくりが求

められています。 

○ 臨海部では、魅力と活力ある地域を形成

するため、憩いとうるおいのある空間づ

くりが求められています。 

 

 

 

 

 

魅力ある公園緑地の整備 

富士見周辺地区の整備 

・2011年度 富士見生活づくり支援ホーム跡地の暫定整備 

・2012年度 富士見公園長方形競技場整備着手（2014年度 完成） 

・  〃   スポーツ・文化複合施設に係る実施方針等の策定 
等々力緑地の整備 

・2011年度 園路広場整備 

・  〃   釣池の浄化に向けた調査、検討 

・2012年度 等々力陸上競技場整備着手（2014年度 第 1期整備完了） 

・2013年度 等々力球場の基本設計 

生田緑地の整備 

・201１年度 中央広場整備完了 

・  〃   東口ビジターセンター及び西口サテライト整備・完成 

・2012年度 周遊散策路、広場（初山地区）整備完了 

・2013年度 西口園路の整備着手 

・  〃   ゴルフ場クラブハウス完成 
 長期未整備公園緑地の見直し 

・2011年度 「長期未整備公園緑地の対応方針」に基づき、個別公園緑地の見直し着手 

緑地保全施策の推進 

緑地保全の推進 

・特別緑地保全地区の指定、計画的な用地取得と整備、緑地保全策の推進 

・関係13自治体による多摩・三浦丘陵広域連携の推進等 

 プラン５ 憩いとうるおいの環境づくり 

 状況認識と本市の課題 

 アクションプログラム 
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協働による緑の環境整備 

市民との協働による緑化運動の推進 

・市民の緑化活動に対する支援の実施 

・公共施設緑化の推進 

・緑化施設整備計画認定制度、緑地協定の活用に向けた普及啓発 

・植樹イベント等を通じて植樹を推進し、市民、事業者、行政のパートナーシップによる市民

100万本植樹運動を推進 

緑化推進重点地区の整備 

・2011年度 「宮前平・鷺沼駅周辺地区」、「登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区」の緑化推進重点

地区計画に基づくリーディング事業の実施 

・2013年度 「新川崎・鹿島田駅周辺地区」において、新たな緑化推進重点地区計画の策定 

臨海部緑の環境整備 

・緑化推進計画（地区別）の策定及び同計画に基づく臨海部の公園緑地・街路樹、公共施設等

の緑の環境整備 

小田公園のリフレッシュ 

・市民参画による小田公園のリフレッシュ化に向けた整備 
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プラン５

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：魅力ある公園緑地の整備

富士見周辺地区の整備

●「スポーツ・文化複

合施設基本計画（素

案）」の策定

●スポーツ・文化複合

施設の整備に向けた

調査・検討

●スポーツ・文化複合

施設に係る基本計画

策定及び民間活力の

導入による事業手法

の検討

●事業手法の検討結

果を踏まえたスポー

ツ・文化複合施設に係

る実施方針等の策定

●スポーツ・文化複合

施設の実施方針等に

基づく設計着手及び関

係法令手続き

等々力緑地の整備

小杉地区のまちづくりを踏まえな

がら、スポーツ・レクリエーション

の拠点及び災害時の広域避難場

所としての整備を進めます。

●等々力緑地再編整

備方針、等々力緑地

再編整備基本構想の

策定

●等々力緑地再編整

備基本計画、実施計

画の策定

●等々力緑地再編整

備実施計画に基づく取

組の推進

●等々力緑地の基本

設計

●等々力陸上競技場

の整備計画の策定

●等々力陸上競技場

の基本設計・実施設

計・整備着手

●等々力球場の整備

計画の策定

●等々力陸上競技場

の整備

●等々力球場の基本

設計

事業推進

●等々力陸上競技場

の第１期整備完了

(2014年度)

●園路広場整備

●川崎フロンターレ支

援としての陸上競技場

の補修等

●富士見周辺地区整

備基本計画の策定

●富士見周辺地区整

備基本計画に基づく整

備の考え方（改訂版）

の策定

●富士見周辺地区整

備実施計画の策定

●富士見公園長方形

競技場基本設計

富士見公園及び周辺市民利用施

設の総合的・一体的な整備を推進

します。

●園路広場整備

●釣池の浄化に向け

た調査、検討

施策計画名 現状

●富士見周辺地区整

備実施計画に基づく取

組の推進

●富士見公園の都市

計画の変更

●富士見公園長方形

競技場実施設計

●「富士見生活づくり

支援ホーム」跡地の暫

定整備

●富士見公園長方形

競技場の整備

事業内容・目標

事業推進

事業推進

●富士見公園長方形

競技場の完成（2014年

度）

●富士見公園長方形

競技場の整備着手
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プラン５ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

生田緑地の整備

優れた自然環境の中に文化施設

等が立地する多様な総合公園とし

ての整備・運営を進めるとともに、

市民の利便性の向上や経営的な

視点から緑地全体の効果的・効率

的な管理運営体制の構築を図りま

す。

●生田緑地ビジョン策

定

●東口ビジターセン

ター基本設計・実施設

計

●西口サテライト基本

設計・実施設計

●西口園路の整備の

検討

●生田緑地ビジョンに

基づく取組の推進

●東口ビジターセン

ター整備・完成

●西口サテライト整備･

完成

●西口園路の整備の

検討

●東口ビジターセン

ターを活用した事業実

施

●西口サテライトの運

用

●西口園路の設計 ●西口園路の整備着

手

●生田緑地の横断的

管理運営体制の構築

に向けた調整・検討

●生田緑地の横断的

管理運営体制の構築

に向けた指定管理者

制度の導入の検討

●協働のプラットフォー

ム構築に向けた生田

緑地マネジメント会議

準備会の設置・運営

●生田緑地の横断的

管理運営体制の構築

に向けた指定管理者

制度の導入の準備

●生田緑地以外の大

規模公園緑地における

パークマネジメント導

入の検討

●指定管理者による

生田緑地の横断的管

理運営の推進

●協働のプラットフォー

ム構築に向けた生田

緑地マネジメント会議

の設置・運営

●生田緑地を形成す

る公園施設としての緑

地の保全と連携したゴ

ルフ場の運営

●クラブハウス建替え

の再検討

●クラブハウス建替え

工事着手

●ゴルフコース及び施

設の適正管理

●ゴルフ場指定管理

者制度導入の検討

●クラブハウス建替え

工事

●クラブハウス完成

長期未整備公園緑地の見直

し

都市計画決定後、長期間未整備

の公園緑地について事業計画の

見直しや区域の変更等の検討を

行います。

事業内容・目標

●計画的な緑地内の

用地取得

●中央広場整備完了

●周遊散策路、広場

（初山地区）整備

事業推進●個別公園緑地の見

直し着手

（権利者調査・測量・区

域の検討・地元説明等

都市計画変更に向け

た取組）

●長期未整備公園緑

地の見直し方針の策

定

●計画的な緑地内の

用地取得

●中央広場整備

●周遊散策路(初山地

区)整備工事

施策計画名 現状

事業推進

●ばら苑周辺整備●周遊散策路、広場

（初山地区）整備完了
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プラン５

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：緑地保全施策の推進

緑地保全の推進

多摩丘陵に残された樹林地等の

保全施策を積極的に進めます。

●「多摩・三浦丘陵の

緑と水景に関する広域

連携会議」の開催

●広域連携トレイルの

計画作成

●ホームページ等によ

る情報発信の取組

●関係13自治体によ

る「多摩・三浦丘陵の

緑と水景に関する広域

連携会議」の開催

●広域連携トレイル構

想の具体化

●広域連携トレイル利

用等に向けた動機付け

の検討

●広域連携トレイル利

用等に向けた動機付け

の実施

●市民・企業・行政と

の連携によるシンポジ

ウムの開催

アクションプログラム：協働による緑の環境整備

市民との協働による緑化運動

の推進

屋上・壁面緑化への助成制度の

運用や、緑の活動団体に対する

支援により、緑の確保と同時に市

民の緑化推進に向けた啓発を行

います。

●「市民10万本植樹」

事業の推進、市民、事

業者主体の森づくりと

して、毎年約１万本、

2009年度までに５万本

超の植樹

●2010年度からは市

制100周年までに100

万本の植樹をめざし

て、地域の緑化運動を

促進

●市民、事業者、行政

のパートナーシップに

よる、市民100万本植

樹運動の推進

●植樹イベントの開催

●公共施設緑化、市

民活動支援等を通した

植樹の促進

●2024年度までに100

万本植樹を達成

事業推進

現状施策計画名

事業推進●「緑のカーテン大作

戦」の展開

●公共施設緑化の推

進

●地域緑化推進地区

の認定

●市民の緑化活動に

対する支援の実施

●公共施設緑化の推

進

●地域緑化推進地区

認定制度の普及啓発

による市民の緑化活

動促進

●緑化施設整備計画

認定制度、緑地協定

の活用に向けた普及

啓発

事業推進

事業内容・目標

●特別緑地保全地区

の指定

●緑の保全地域の指

定

●緑地保全協定の締

結

●ふれあいの森の保

存契約の締結

●計画的な特別緑地

保全地区の用地取得

●特別緑地保全地区

の整備

●特別緑地保全地区

の指定拡大

●緑の保全地域の指

定拡大

●緑地保全協定の締

結推進

●ふれあいの森の契

約の締結推進

●計画的な特別緑地

保全地区の用地取得

●特別緑地保全地区

の整備実施

　①斜面地安定、境界

　柵、案内看板等整備

　②生物多様性の保

　全
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プラン５ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

緑化推進重点地区の整備

市民・事業者との協働により策定

した緑化推進重点地区計画に基

づいた緑化を行い、花と緑を基調

とした魅力あるまちづくりを推進し

ます。

臨海部緑の環境整備

臨海部の魅力づくりや環境改善、

景観向上に向け、臨海部の公園・

緑地及び街路樹の再生と、事業

所による効果的な緑化の誘導を

促進します。

小田公園のリフレッシュ

リフレッシュパーク事業として、市

民参画により、小田公園を新たな

公園に再生します。

施策計画名 現状

●御幸公園整備完了 事業推進

事業推進

●御幸公園の整備に

向けた国の治水事業と

の調整

●小田公園整備実施

計画の策定及び次年

度の整備に向けた設

計

●御幸公園の堤防区

域の設計

●小田公園設計及び

整備

●「宮前平・鷺沼駅周

辺地区」、「登戸・向ヶ

丘遊園駅周辺地区」の

緑化推進重点地区計

画策定

●「溝口駅周辺地区」

におけるリーディング

事業の実施

●リーディング事業の

実施

　①「宮前平・鷺沼駅

　周辺地区」

　②「登戸・向ヶ丘遊園

　駅周辺地区」

●「臨海のもりづくり」

共同アピールの実施

●基本構想の策定

●緑化推進計画（地区

別）の策定に向けたパ

イロットエリアの先行整

備の実施

●緑化推進計画（地区

別）の検討

●緑化推進計画（地区

別）の策定に向けたモ

デル事業の実施

●緑化推進計画（地区

別）の策定

●緑化推進計画に基

づく臨海部の公園緑

地・街路樹、公共施設

等の緑の環境整備実

施

●効果的な事業所緑

化等の誘導及び支援

●「新川崎・鹿島田駅

周辺地区」において新

たな緑化推進重点地

区計画の策定

事業推進

事業内容・目標
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○ 我が国は、経済活動のグローバル化、少

子高齢化、地球環境問題など、急激な社

会経済環境の変化に直面しています。と

りわけ、2008年の世界的な金融危機か

ら続く厳しい経済情勢の中、生活の安定

を確保するため、経済の安定が重要な課

題となっています。 

○ 中国をはじめとした海外経済の改善や各

国の経済対策の下支え効果により、景気

は回復基調にあるといわれているものの、

デフレ傾向や円高、株安による景気回復

への悪影響により、失業率は依然として

厳しい状況にあり、雇用の確保について

も喫緊の課題になっています。 

○ 地域経済を支える中小企業を取り巻く環

境も大きく変化しており、世界レベルの

競争に打ち勝つためには、世界市場をめ

ざした新しい技術・商品の開発の取組が

求められています。地域において、先端

企業の誘致やイノベーションの推進など、

地域経済そのものの産業競争力を強化す

ることが重要となっています。 

○ 羽田空港の再拡張・国際化の効果を最大

限に活かすため、本市の強みであるもの

づくり機能や研究開発機能を発揮しつつ、

製造業を主体とした産業構造から競争力

のある付加価値の高い産業構造への転換

を図るとともに、世界に通じる川崎発の

イノベーションを起こせるような環境づ

くり、しくみづくりを一層推進していく

必要があります。 

○ 地球環境と共生する循環型経済社会を実

現していくことが全世界的な課題となる

中、環境技術等で世界トップレベルの企

業が集積する本市には、低炭素社会の構

築に向けて産学公民連携による環境イノ

ベーションの強化など、地球環境問題に

おける先導的役割を果たしていくことが

期待されています。 

○ 物的な豊かさだけでなく生活・文化面に

おける豊かさ、質の充実が重視される成

熟化社会においては、個人の生活や文化

に密着した産業のニーズがますます高ま

ります。優れた技術・技能を有する市内

の企業・人材を活用して市民生活の質的

な高度化をもたらす製品・サービスを開

発・提供するしくみづくりを促進すると

ともに、地域課題の解決に意欲的に参画

している NPO 等の発掘・支援を図るな

ど、市民の質の高い暮らしを支える産業

を振興していく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

国際的視点に基づく産業振興 

経済の国際化への対応 

・殿町３丁目地区へのライフサイエンス・環境分野等の企業誘致 

・環境技術・製品等の海外移転の促進に向けた上海市浦東新区等との環境技術交流事業の 

実施 

・環境総合研究所と連携した行政・環境産業交流の促進による環境イノベーションの推進 

・2012年度 （仮称）産学公民連携研究センター内の国際ビジネス交流支援施設における 

市内企業の海外販路開拓に向けたコーディネート支援の実施 

国際的視点に基づく水関連事業を活用した産業施策の推進 

・オーストラリア・クイーンズランド州における「省水型・環境調和型水循環プロジェクト」

への協力など水道・工業用水道・下水道事業の国際展開の推進 

 

 プラン６ 川崎の活力を生み出す産業イノベーション 

 状況認識と本市の課題 

 アクションプログラム 
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国際的視点に基づく環境産業施策の推進 

・「川崎国際環境技術展」開催による世界に向けた川崎発の環境技術の情報発信と環境関連 

企業の国際的事業展開の支援 

 

環境・福祉・健康・医療分野における産業振興 

環境分野における産業の振興 

・「環境産業フォーラム」等の開催による市内環境技術・製品等の情報発信やビジネス支援 

「かわさき基準（KIS）」に基づく福祉産業の振興 

・利用者の自立支援を基本理念として策定された「かわさき基準（KIS）」による福祉製品の

普及促進と福祉産業の振興 

生活向上に向けた新たな産業の振興 

・市民の暮らしの質の向上につながる新産業の創出のため、ライフサイエンス・環境、福祉と

いった今後の成長産業分野をテーマにした「みらい産業創造フォーラム」の開催 

ナノ・マイクロテクノロジ－を核とした先端研究開発の推進 

・市内ものづくり企業のイノベーションを推進し、地域経済の成長性を高めるため、4大学ナ

ノ・マイクロファブリケーションコンソーシアム（慶應義塾大学・早稲田大学・東京工業大

学・東京大学）との連携により、基盤技術の高度化支援や研究開発支援等を実施 

・ナノ・バイオ・ライフサイエンス分野の企業・大学・研究開発機関等のネットワーク化や技

術交流及び産業交流の促進による新産業の創出と産業イノベーションの推進 

・2012年度 新川崎・創造のもり第３期地区における「ナノ・マイクロ産学官共同研究 

       施設」の開設 
オープンイノベーションの推進 

・科学技術の成果である知的財産の創造・保護・活用を図る「知的財産シンポジウム」 

や「知的財産スクール」の開催 

   ・大企業から中小企業への特許等の知的財産の移転促進や共同開発の支援、大企業のニーズ 

と中小企業の技術力のマッチングを行う「知的財産移転促進交流会」の開催 

   ・産学共同プロジェクトの支援によるものづくりの高度化の推進 

 

都市農業の振興 

地産地消の推進 

・市内産農産物「かわさきそだち」のＰＲ活動、学校給食への市内産農産物供給の推進 

・民間活力の導入等による南部地域での「かわさきそだち」の販売支援の推進 

都市農業の活性化の推進 

・明治大学農学部・川崎市が設置した黒川地域連携協議会等による産学公連携の推進 

・2012年度 明治大学農学部黒川新農場（仮称）の開場 

 

中小企業の経営安定 

中小企業支援 

・市内中小企業等への円滑な資金供給、民間金融機関との連携による社会経済状況に応じた新

たな金融支援制度の構築 

ものづくり産業の振興 

・川崎発新技術・新製品開発等の支援、「かわさきマイスター」の認定とマイスターの技能を

活かした新たなものづくり事業の推進 
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活力ある商業の促進 

地域商業の振興 

・商店街を中心とした「商業集積エリア」に専門家（エリアプロデューサー）を継続的に派遣

し、地域特性を活かしたまちづくり・活性化を促進 

・商業者と NPO 等の連携による地域課題に対応した新たなコミュニティビジネスの導入の推

進 

・日本最大級のハロウィンイベントやかわさきアジアンフェスタなど広域的にインパクトのあ

るイベントと連携した川崎駅周辺の回遊性の向上 

・商店街街路灯のLED化等の促進に向けた商店街エコ化プロジェクト事業の推進 

 

雇用の創出と若年者の就業支援 

産業人材の育成と活用 

・「かわさき基準（KIS）」の理念に基づき、福祉産業の振興と福祉サービスの向上を図るため

の人材の育成研修及び就業支援 

・育成した福祉関連の人材を活用した、地域の雇用機会の拡充や福祉製品及び介護システムな

どの開発支援による地域産業・経済の活性化の推進 

・市内工業高校の学生を対象にしたものづくり現場でのインターンシップ事業（就労体験） 

の推進 

就業の支援 

・「キャリアサポートかわさき」での相談から研修、就職、職場定着までの総合的就業支援 

・「かわさき若者サポートステーション」との連携による若年者の職業的自立に向けた支援 
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プラン６ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：国際的視点に基づく産業振興

経済の国際化への対応

市内企業のアジア・海外への販路

の開拓などビジネスの国際化を支

援し、国際競争力強化をめざすと

ともに、環境技術・製品等の海外

への移転を促進し、国際社会への

貢献をめざします。また、地域経

済の活性化に向けて、外国企業・

研究開発機関等の市内への誘致

活動を実施します。

●殿町３丁目地区外

国企業誘致促進事業

の実施

●シティプロモート活

動の充実強化

●ジェトロと連携した外

国企業等の招へい

●ライフサイエンス、環

境分野等の企業誘致

●シティプロモート活

動の充実強化

●アジア起業家村

（THINK内）での取組の

推進

　①起業家・企業の集

　積

　②入居企業に対する

　支援の実施

　③THINKでの入居者

　支援とあわせた支援

　機関相互の連携の

　促進

●上海市浦東新区な

どとの環境技術交流

事業の実施

●国際環境技術展を

通じた環境技術移転

の促進

●アジア起業家村

（THINK内）での取組の

推進

　①起業家・企業の集

　積

　②入居企業に対する

　支援の実施

　③THINKでの入居者

　支援とあわせた支援

　機関相互の連携の

　促進

●上海市浦東新区な

どとの環境技術交流

事業の実施

●展示会を通じた環境

技術移転の促進

●環境総合研究所と

連携した行政・環境産

業交流の促進

国際的視点に基づく水関連

事業を活用した産業施策の

推進

水環境の改善など、水にかかる世

界的な問題の解決に向けて、自治

体として貢献するため、水道・工

業用水道・下水道事業においてビ

ジネス的な視点を含めた国際展開

を推進します。

事業内容・目標

●川崎国際ビジネス交

流推進協議会による

情報発信、ビジネス

マッチング等の開催

●川崎日中産業交流

協会によるセミナー、

中国展示会出展支援

等の実施

●アスパ商談会等の

開催

●中国瀋陽市におけ

る、市内企業の展示会

出展支援、商談会の

開催

●(仮称）産学公民連

携研究センターでの国

際ビジネス交流支援施

設の開設に向けた関

係機関との調整

●海外ネットワークを

活用した商談コーディ

ネート、展示会出展支

援の実施

●（仮称）産学公民連

携研究センターでの国

際ビジネス交流支援施

設の開設

●国際ビジネス交流支

援施設における海外販

路開拓に向けたコー

ディネート支援

施策計画名 現状

●川崎国際ビジネス交

流推進協議会によるビ

ジネスマッチング等の

開催

●川崎日中産業交流

協会によるセミナー、

中国展示会出展支援

等の実施

●中小企業海外展開

事例集の作成

●川崎国際環境技術

展等への外国企業等

の招へい

●国際展開の推進

　①オーストラリア・

　クイーンズランド州に

　おける｢省水型・環境

　調和型水循環プロ

　ジェクト｣への協力

　②オーストラリア・

　西オーストラリア州に

　おける｢水資源海上

　輸送プロジェクト｣の

　推進

●国、自治体、民間企

業との連携、情報共有

などの推進

●水分野における専門

家派遣等による国際

貢献の推進

事業推進

事業推進●国際展開の推進

　①オーストラリア・

　クイーンズランド州に

　おける｢省水型・環境

　調和型水循環プロ

　ジェクト｣への協力

　②オーストラリア・

　西オーストラリア州に

　おける｢水資源海上

　輸送プロジェクト｣の

　推進

●国、自治体、民間企

業との連携、情報共有

などの推進

●水分野における専門

家派遣等による国際

貢献の推進
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プラン６

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

国際的視点に基づく環境産

業施策の推進

アクションプログラム：環境・福祉・健康・医療分野における産業振興

環境分野における産業の振

興

●産業排熱の民生活

用事業化への支援

●NPO法人産業・環境

創造リエゾンセンター

との連携によるエネル

ギー・資源循環の事業

化に向けた検討

●産学公民連携組織

と連携し、新たな資源・

エネルギーの資源循

環・有効利用に向けた

取組の推進

●川崎臨海部の取組

について国内外に情報

発信

●「京浜臨海部コンビ

ナート高度化等検討会

議」の運営

「かわさき基準（KIS)」に

基づく福祉産業の振興

「かわさき基準」の理念に基づく福

祉産業の振興のために、本市にあ

る工業製品開発に関する高い技

術・ノウハウを活用した福祉製品

の創出を図ります。また、「かわさ

き基準」の理念に基づく福祉機器

等を活用し、福祉サービスの高度

化と拡大を図ります。

●福祉製品創出シス

テム構築事業の実施

●福祉製品開発支援

補助金（研究開発・展

示会出展事業）等によ

る支援の実施

●中国・アジア福祉産

業等市場調査及びセミ

ナーの実施

●福祉製品試作品製

作支援事業の実施

●福祉製品開発支援

補助金等支援施策の

推進

●国際福祉機器展で

の市内中小企業製品

等の情報発信

●中国・アジア福祉産

業連携モデル事業の

実施

●福祉製品開発支援

補助金等支援施策の

検証

事業推進

●福祉サービスセミ

ナー、研究会等の実施

●モデルエリア事業に

おける福祉製品の展

示及びレンタル

●市内大学におけるス

ウェーデン認知症ケア

手法についての講習

会の実施

●福祉サービスセミ

ナー、研究会等の実施

●モデル地区における

福祉製品のレンタル及

びモデル地区の拡充

●市内大学におけるス

ウェーデン認知症ケア

手法についての講習

会の実施

生活向上に向けた新たな産

業の振興

●生活産業懇談会の

開催

●「みらい産業創造

フォーラム」の開催

●かわさき福祉開発支

援センターの運営

●かわさき基準による

福祉製品認証事業の

推進

●認証福祉製品普及

事業の実施（ブランド

化）

●福祉・産業人材育成

事業の実施

●かわさき基準推進協

議会の自立化に必要

な自主財源の確保に

向けた検討

現状施策計画名

市民の暮らしの質の向上につなが

る産業イノベーションの創出を図

るため、フォーラム等を開催しま

す。

フォーラムなどを通じて環境関連

技術の情報交流、研究、製品開

発、販路拡大を支援し、環境調和

型産業の振興を図ります。

●「環境産業フォーラ

ム」の開催

●環境技術・製品等の

データベースの構築及

び情報発信

●自主財源確保に向

けたモデル事業等の

実施

●かわさき基準（KIS）

の策定

●かわさき福祉開発支

援センターの開設

●KISに基づく、福祉製

品認証事業の実施（ブ

ランド化）

事業推進

事業推進

●モデル事業の検証

及び検証結果に基づく

取組の推進

●「川崎国際環境技術

展」の開催

●技術展出展企業等

へのマッチングフォ

ローアップの実施

「川崎国際環境技術展」を開催し、

新たな環境関連ビジネスの創出や

ビジネスマッチングを行い、市内環

境関連企業の国際的事業展開を

図ります。

●「川崎国際環境技術

展」の開催

●技術展出展企業等

へのマッチングフォ

ローアップの実施

事業内容・目標

事業推進

事業推進●「環境産業フォーラ

ム」の開催

●市内環境技術・製品

等の情報発信・ビジネ

ス支援
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プラン６ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

ナノ・マイクロテクノロジ－

を核とした先端研究開発の推

進

ナノ・マイクロテクノロジーを核とし

た産学官共同研究施設を整備し、

セミナーの開催や研究機器の共

同利用、共同研究等を実施するこ

とにより、市内ものづくり企業の基

盤技術の高度化及び新産業の創

出を図ります。

●新川崎・創造のもり

セミナー等の実施

●新川崎・創造のもり

セミナーの開催

●ライフサイエンスに

関するセミナー・会議

の開催

●サイエンス＆テクノ

ロジーフォーラムの開

催

●ナノ・バイオ・ライフ

サイエンスネットワーク

事業の実施

●サイエンス＆テクノ

ロジーフォーラムの実

施

オープンイノベーションの推

進

●知的財産戦略プロ

グラムの重点事業の

実施

　①アジア知的財産

　フォーラム

　②知的財産スクー

　ル

　③知的財産交流会

　④知的資産活用海

　外展開促進事業

●知的財産戦略プロ

グラムの重点事業の

実施

　①知的財産シンポ

  ジウム

　②知的財産スクー

　ル

　③知的財産移転促

　進交流会

●産学共同プロジェク

トの支援による市内研

究開発型企業の創出・

育成

●産学共同プロジェク

トの支援による市内研

究開発型企業の創出・

育成

事業推進

事業推進

産学公民連携の強化による先端

科学技術産業の集積を促進し、産

業競争力のある地域の形成を図

るとともに、科学技術の成果であ

る知的財産の創造・保護・活用を

図ることで、オープンイノベション

を推進します。

施策計画名

●「かわさき科学技術

サロン」の開催

●基本合意に基づい

た４大学コンソーシア

ムによる新川崎・創造

のもりでの活動推進

●ナノ・マイクロ産学官

共同研究施設整備

●第３期地区の第２段

階整備に向けた検討

●入居企業の募集や

基盤技術高度化セミ

ナーの開催による産学

連携基盤の形成

●基本合意に基づい

た４大学コンソーシア

ムによる新川崎・創造

のもりでの活動推進

●新川崎・創造のもり

第３期事業地区産学

官共同研究施設整備

基本計画策定

●ナノ・マイクロ産学官

共同研究施設（第１段

階整備）基本設計・実

施設計

現状

●ナノ・マイクロ産学官

共同研究施設の運営

●第３期地区の第２段

階整備に係る方針策

定

●ナノ・マイクロ産学官

共同研究施設の開設・

運営

●第３期地区の第２段

階整備に係る調査等

●産学連携事業の推

進

事業内容・目標

●広報冊子の作成

●「かわさき科学技術

サロン」の開催
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プラン６

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：都市農業の振興

地産地消の推進

新鮮・安全・安心な市内産農産物

を市民へ安定的に供給するため、

生産・出荷を奨励して地産地消を

推進します。

都市農業の活性化の推進

麻生区の地域資源を活かしてグ

リーン･ツーリズムを推進し、都市

農業及び地域の振興を図るととも

に、市民へ「農」とのふれあいの場

を提供します。

事業推進●補助事業採択、事

業実施（実施設計等）

　岡上：交流拠点施設

          等の実施設計

●里地里山用地の整

備・管理、里地里山等

利活用実践活動によ

る人材育成

●明治大学農学部黒

川新農場（仮称）開場

●事業実施（工事、実

施設計）

　岡上：交流拠点施設

          等の工事着手

　黒川：散策道・水路

           整備の実施

           設計

●明治大学農学部黒

川新農場（仮称）の公

開エリアを活用した公

開講座等の支援

事業推進

●グリーン・ツーリズム

計画変更知事法定協

議

●グリーン・ツーリズム

実施計画策定

●ホームページを用い

た情報発信と管理

●里地里山用地の整

備・管理、里地里山用

地の活用、里地里山

等利活用実践活動に

よる人材育成

●明治大学農学部・川

崎市による黒川地域

連携協議会の運営と

専門部会による連携

の推進

●明治大学農学部黒

川新農場（仮称）の整

備推進

●農業情報センターに

おけるイベント等の開

催

施策計画名
事業内容・目標

●市内産農産物「かわ

さきそだち」の普及

　①市内消費の推進

　②農産物直売会の

　実施

　③大型農産物直売

　所及び市場への出

　荷奨励

●直売団体育成支援

●民間活力の導入等

による南部地域での

「かわさきそだち」の販

売

現状

●地産地消推進協議

会の開催（年３回）

●市内産農産物「かわ

さきそだち」の普及

　①PR活動の実施

　②農産物直売会の

　開催

　③市内農産物の安

　定供給支援（大型農

　産物直売所及び市

　場への出荷奨励）

　④学校給食への供

　給の推進

●多摩川梨生産に係

る奨励

●直売団体育成支援

●民間活力の導入等

による南部地域での

「かわさきそだち」の販

売

●農業に進出した市内

中小企業の生産物の

直売への支援

●民間活力の導入等

による南部地域での

「かわさきそだち」の販

売及び検証

●グリーン・ツーリズム

計画の変更（案）策定

の検討

●里地里山用地の取

得

●明治大学農学部・川

崎市による黒川地域

連携協議会の運営に

よる連携の推進

●明治大学黒川新農

場（仮称）建設に向け

た協議・調整・工事着

手

●黒川地区大型農産

物直売所セレサモスを

活用した市民交流型

農業の推進
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プラン６ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：中小企業の経営安定

中小企業支援

民間金融機関との連携により、市

内中小企業等への円滑な資金供

給を行います。また、市内中小企

業等への円滑な資金供給を図る

ため、保証料・代位弁済の一部に

ついて支援します。

●信用保証料の一部

補助の実施

●代位弁済補助の実

施

●経営支援・経営指導

の実施

●信用保証料の一部

補助の実施

●代位弁済補助の実

施

●経営支援・経営指導

の実施

ものづくり産業の振興

本市の強みである「ものづくり産

業」の振興を図るとともに、高度な

技能・技術の継承に取り組みま

す。

●市民啓発イベント

「技能フェスティバル」

の開催

●技能職団体や認定

職業訓練校の活動支

援

●中学生を対象にした

「技能職者に学ぶ」の

推進

●市民向け講習会の

開催

●技能功労者等表彰

の実施

●商談会のニーズ調

査・研究会の開催

●商談会へ出展・開催

●技能職団体連絡協

議会の加盟団体増加

策の検討

●教育機関での技能

体験の実施

●市民・若手技術者向

け講習会の実施

●技能功労者等表彰

の効果的な実施

●技能職者の魅力あ

る多様な情報発信

●技能職団体連絡協

議会の加盟団体増加

策の実施

●かわさきマイスター

認定

●マイスターの技能を

活かしたものづくり事

業の検討

●インターネットを活用

した情報発信の取組

●教育現場や企業と

連携した実技指導・技

術指導・市民向け講習

会の開催

●市民啓発イベントへ

の出展

●新たなかわさきマイ

スターの認定

●商談会のニーズ調

査・研究会の実施と商

談会への出展・開催

●マイスターの技能を

活かしたものづくり事

業の推進

●インターネットや各

種媒体を活用した情報

発信の充実

●各種学校での実演・

実技指導・講演、若手

技能者への講習会、

市民向け体験教室等

開催

●市民啓発イベントの

出展方法の再検討

●県、横浜市と連携し

たイベント等の開催

●インターネットや各

種媒体を活用した情報

発信の強化

●市民啓発イベントの

効果的な出展支援

事業推進

事業推進

事業内容・目標

●研究開発型企業の

創出・育成

●新技術・新製品開発

等の支援及び審査会

の開催

●研究開発型企業の

創出・育成

●新技術・新製品開発

等の支援及び審査会

の開催

●中小企業融資制度

の実施

●川崎市信用保証協

会及び金融機関等と

の協議・調整

●中小企業の経営環

境の変化や社会的・経

済的状況に応じた新た

な制度の構築等

●中小企業融資制度

の実施

●責任共有制度等の

信用補完制度の見直

しに伴う融資制度の改

善等の実施

●新たな金融支援制

度の検討とモデル実

施

施策計画名 現状
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プラン６

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：活力ある商業の促進

地域商業の振興

「商業振興ビジョン」に基づく事業

展開を行うとともに、商店街の課

題解決やイベント等への支援を行

い、更なる賑わいづくりを進めま

す。

●中心市街地における

地元主体の商店街イ

ベントへの支援

●かわさきアジアン

フェスタの実施

●カワサキハロウィン

への支援

●大型商業施設や商

店街との連携

●中心市街地における

地元主体の商店街イ

ベントへの支援

●かわさきアジアン

フェスタの実施

●カワサキハロウィン

への支援

●大型商業施設や商

店街との連携によるイ

ベント・広報に対する

支援

●「商店街エコ化プロ

ジェクト事業」による商

店街街路灯のLED化

の促進

●街路灯広告掲出の

支援

●空き店舗を活用した

事業への支援

●「商店街エコ化プロ

ジェクト事業」実施希望

団体への支援、事業

実施団体への効果測

定・検証

●防犯カメラ整備、

AED設置等、「安全・安

心事業」の推進

●街路灯広告掲出の

支援

●商店街施設整備事

業・モール化事業の見

直し

●空き店舗を活用した

事業への支援

●創業予定者向けの

セミナーの実施

●「商店街エコ化プロ

ジェクト事業」実施希望

団体への支援

●商店街モール設置・

改修等「街づくり事業」

の実施

施策計画名 現状
事業内容・目標

事業推進●商業振興ビジョンの

改定

●商業振興ビジョンに

基づく「エリアプロ

デュース事業」、「地域

課題解決型コミュニ

ティビジネス支援事

業」、「魅力あふれる個

店創出事業」の推進

●商業人材育成事業

の実施

●川崎市商店街連合

会の活動支援

●「エリアプロデュース

事業」、「地域課題解

決型コミュニティビジネ

ス支援事業」、「魅力あ

ふれる個店創出事業」

の推進

●商業人材育成事業

の実施

●川崎市商店街連合

会の活動支援
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プラン６ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：雇用の創出と若年者の就業支援

産業人材の育成と活用

求職者に対する就職支援のため

の合同研修等を行うとともに、地

域における産業人材の育成と活用

を推進します。

就業の支援

労働相談を実施するとともに、求

職者等に対する就業カウンセリン

グ等の実施により、相談から就職

までの就業支援を行います。

事業推進

事業推進●労働相談、街頭労

働相談会の実施

●「キャリアサポートか

わさき」の機能拡充

●「ふるさと雇用再生

事業」、「緊急雇用創

出事業」等による雇用

の創出

●「かわさき若者サ

ポートステーション」の

開設

●就業支援ポータル

サイト「JOB-Lかわさ

き」の構築

●KISと連携した地域

雇用創造推進事業及

び地域雇用創造実現

事業の実施

●能力開発・合同研

修・就職情報提供等の

実施による雇用の創

造促進

●市内工業高校の学

生を対象としたイン

ターンシップ事業の実

施

●労働相談、街頭労

働相談会の実施

●「キャリアサポートか

わさき」における総合

的就業支援の推進

●「ふるさと雇用再生

事業」、「緊急雇用創

出事業」等による雇用

の創出

●「かわさき若者サ

ポートステーション」と

の連携による若年者

の職業的自立に向け

た支援の推進

●就業支援ポータル

サイト「JOB-Lかわさ

き」のコンテンツの充

実

●KISと連携した地域

雇用創造推進事業の

実施

●新たな人材育成・雇

用創造計画の策定

●地域雇用創造実現

事業の実施

●新たな人材育成・雇

用創造計画の実施（次

期地域雇用創造推進

事業）

●KISと連携した地域

雇用創造推進事業の

実施

●新たな人材育成・雇

用創造計画の策定（次

期地域雇用創造推進

事業）

●地域雇用創造実現

事業の実施

●市内工業高校の学

生を対象にしたイン

ターンシップ事業の推

進

●新たな人材育成・雇

用創造計画の実施（次

期地域雇用創造推進

事業）

施策計画名 現状
事業内容・目標
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○ 首都圏においては、産業経済の再生や魅

力ある都市の形成をめざして、圏域全体

の経済活動や都市機能を支える空港や新

幹線駅など広域交通結節点の機能強化や、

基幹的な放射・環状方向の交通基盤の形

成・強化に向けた取組が進められていま

す。 

○ 本市は首都圏の拠点都市の一つとして、

自立性の高い都市機能の形成や、隣接都

市との連携の強化、また首都圏の都市機

能を支える広域的な交通基盤や都市拠点

の形成などを推進する役割を担っていま

す。 

○ 市民の通勤や通学、買い物など日常の生

活行動は、首都圏の放射状の鉄道沿線に

沿って行政の枠を超えて広域的に展開し

ています。都市拠点の整備においては、

東京や横浜などの隣接する拠点地区との

適切な都市機能の分担や補完に基づいた

まちづくりを進め、魅力ある広域調和型

の拠点整備を推進する必要があります。 

○ 市内主要ターミナル駅周辺においては、

民間活力を活かし、地区の個性と魅力を

一層高め、利便性の高い生活拠点の形成

と拠点間の連携による地域連携型のまち

づくりを進める必要があります。 

○ 都市拠点を支える幹線道路網の整備や、

渋滞交差点の重点的な整備など、課題を

的確にとらえ、早期に効果を発現する計

画的な整備が必要です。 

○ 少子高齢化など交通を取り巻く環境変化

に適切に対応するため、総合的な交通体

系の構築が求められています。 

○ 本市の臨海部は、首都圏における立地優

位性、羽田空港との近接性、研究開発機

能の集積、陸・海・空の交通結節点機能

などの強みを活かした更なる産業基盤の

強化と先端産業の創出・集積により、国

際競争力を持った地域として持続的に発

展させていく必要があります。 

○ 2010年に完成した羽田空港の再拡張・

国際化を契機として、国や神奈川県など

との連携により、羽田空港と多摩川対岸

の川崎殿町・大師河原地域とを結ぶ基盤

づくり及び臨海都市拠点としての機能を

高める取組を進めていく必要があります。 

○ 京浜港の広域連携の取組など、時代要請

に的確に対応し、今後とも首都圏の経済

活動を支えていく総合港湾として川崎港

が発展していくことが重要です。 

 

 

 

 

 

都市拠点の整備 

川崎駅周辺地区の整備 

・2011 年度 川崎駅北口地区第 2 街区 10 番地地区・11 番地地区の完成、歩行者専用道

路の完成 

・2012年度 ＪＲ川崎駅の新たな改札口とあわせた北口自由通路等の整備着手 

新川崎・鹿島田駅周辺地区の整備 

・2011年度 鹿島田駅西部地区再開発事業の整備着手 

・2012年度 新川崎地区における道路、鹿島田跨線歩道橋、交通広場及び駐輪場の完成 

小杉駅周辺地区の整備 

・小杉駅周辺地区の再開発等の事業推進 

溝口駅南口広場の整備 

・2013年度 駐輪場の完成、溝口駅南口広場の整備着手 

 プラン７ 都市拠点・ネットワークの整備と川崎臨海部の再生 

 状況認識と本市の課題 

 アクションプログラム 
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宮前平・鷺沼駅周辺地区の整備 

・鷺沼駅周辺の交通環境改善に向けた取組の推進 

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備 

・登戸土地区画整理事業の早期の工事概成に向けた新たな取組の推進 

・2011年度 向ヶ丘遊園駅連絡通路の整備着手 

 
広域交通体系の整備と交通ネットワークの形成 

幹線道路網の整備（街路･道路） 

・計画的かつ効果的な街路・道路の整備（完成10路線10工区、整備15路線21工区） 

都市計画道路網の見直し 

・都市計画道路見直し方針に基づき、残る3路線5区間の検討・調整 

京浜急行大師線連続立体交差の推進 

・2013年度 産業道路の立体交差化の完成 

ＪＲ南武線連続立体交差の推進 

・事業実施に向けた調査・検討、関係機関等との調整 

川崎縦貫道路の整備 

・Ⅱ期計画の早期具体化に向けた取組の推進 

・2012年度 Ⅰ期事業高速部（殿町～大師ジャンクション間）の関連工事等の完了 

川崎縦貫鉄道の整備 

・新技術による整備推進検討委員会からの提言を踏まえて、事業化に向けた取組を推進 

総合都市交通計画の策定 

・2012年度 総合都市交通計画の策定 

 

臨海部の戦略的な土地利用の促進 

臨海部の戦略的な土地利用誘導 

・土地利用誘導ガイドラインに基づく土地利用誘導の推進 

浜川崎駅周辺地域の拠点整備 

・浜川崎駅周辺地域の整備計画に沿ったまちづくりの誘導・促進 

 

臨海部における国際競争拠点の形成 

川崎殿町・大師河原地域の拠点整備 

・羽田連絡道路の整備に向けた取組の推進 

・2011年度 殿町3丁目地区において「国際競争拠点形成戦略」の策定 

・  〃    再生医療・新薬開発センターの運営開始 

・2012年度 （仮称）産学公民連携研究センターの開設 

港湾物流機能の強化 

・合理的・効果的な施設・機能の配置等の考え方を示す「京浜港の総合的な計画」を策定し、

国際競争力強化に向けた取組を推進 

・東扇島総合物流拠点における第2期公募進出企業による物流施設の整備促進 

・千鳥町再整備計画に基づく再整備等の推進 

・2011年度 臨港道路東扇島水江町線の整備着手 

・2012年度 浮島１期土地利用計画の策定 
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プラン７

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：都市拠点の整備

川崎駅周辺地区の整備 （駅周辺総合整備）

商業・業務機能、都市型住宅や文

化施設などの都市機能が集積し

ている中、駅東西の回遊性及び利

便性の向上など総合的な取組に

より、川崎市の玄関口にふさわし

い活力と魅力にあふれた広域拠点

の形成を推進します。

●「川崎駅周辺総合整

備計画」に基づく取組

の推進

　・東口駅前広場再

　編整備完了

　・東西連絡歩道橋

　等整備完了

　①北口地区第２街

　区10番地地区の整

　備促進

　②同11番地地区の

　整備促進

●「川崎駅周辺総合整

備計画」に基づく取組

の推進

　①北口地区第２街

　区10番地地区の完

　成

　②同11番地地区の

　完成

　③北口地区第２街区

　歩行者専用道路の

　整備・完成

●「川崎駅周辺総合整

備計画」の改訂に向け

た周辺開発動向等の

調査

●「川崎駅周辺総合整

備計画」に基づく取組

の推進

●「川崎駅周辺総合整

備計画」の改訂に向け

た検討

●「川崎駅周辺総合整

備計画」に基づく取組

の推進

●「川崎駅周辺総合整

備計画」の改訂

（北口自由通路等整備）

●概略設計

●関係機関との協議・

調整

●新たな改札口とあわ

せた北口自由通路の

詳細設計

●用地取得

●自由通路部の整備

着手

●整備

（西口地区）

●ミューザ川崎と堀川

町C地区連結ペデスト

リアンデッキ予備設計

●中幸町歩行者専用

道路等用地取得に向

けた調整

●民間開発の誘導（A-

２街区・C地区等）

●ミューザ川崎と堀川

町C地区連結ペデスト

リアンデッキ設計

●中幸町歩行者専用

道路等用地取得

●民間開発の誘導（A-

２街区・C地区等）

●整備着手

●中幸町歩行者専用

道路等整備・完成

●整備

●大宮町緑地整備

（京急川崎駅周辺地区）

●整備構想の策定

●民間開発の誘導・支

援

●整備方針の検討

●民間開発の誘導・支

援

●整備方針の策定

　

（新川崎地区）

（鹿島田駅西部地区）

●再開発事業の推進

●権利変換

●施設建築物の整備

着手

●公共施設の整備着

手

●整備促進

●整備促進 　

●完成(2014年度)

新川崎・鹿島田駅周辺地区

の整備 ●道路・公園の整備

●鹿島田跨線歩道橋

の整備着手（2009年度

末）

●民間開発の誘導・整

備促進

●道路、鹿島田跨線

歩道橋の整備

●交通広場、駐輪場

の設計

●民間開発の誘導・整

備促進

事業推進

商業・業務機能、都市型住宅機能

の導入と研究開発機能の拡充を

めざし、民間開発を適切に誘導す

るとともに、都市基盤整備を進

め、安全で魅力あふれる利便性の

高い地域生活拠点の形成を推進

します。

事業内容・目標

●道路、鹿島田跨線

歩道橋の完成

●交通広場、駐輪場

の整備・完成

事業推進

施策計画名 現状
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プラン７ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

小杉駅周辺地区の整備

今後は高齢化が進展した人口減

少社会を見据え、誰もが便利に公

共サービスを受けられるよう、さま

ざまな都市機能を駅周辺に効率

的に集約・整備し、活力と魅力に

あふれた広域拠点の形成を推進

します。

溝口駅南口広場の整備

溝口駅の交通結節機能の強化や

利便性向上などを図るため、南口

広場の整備を推進します。

宮前平・鷺沼駅周辺地区の

整備

交通広場などの駅周辺の交通環

境の向上に向けた検討などを進

め、拠点地区の魅力の増進を図り

ます。

（土地区画整理） 事業推進

安全で快適な市街地の整備を推

進し、魅力と活力にあふれた市北

部の拠点地区の形成を推進しま

す。さらに、自由通路等の整備に

より、駅周辺の円滑な移動経路を

確保し、回遊性の向上と地域の活

性化を推進します。

（向ヶ丘遊園駅自由通路）

●向ヶ丘遊園駅連絡

通路の実施設計

●向ヶ丘遊園駅連絡

通路の整備着手

●整備 ●完成（2014年度）

●駐輪場の完成

●南口広場の整備着

手

●整備促進地区

　①南口地区西街区

　の整備促進

　②南口地区東街区

　の整備促進

　

　③小杉町３丁目中央

　地区の整備促進

　④小杉町３丁目東地

　区の準備組合支援、

　事業計画の検討・策

　定

　⑤新丸子東３丁目地

　区の整備促進

　⑥新丸子東３丁目南

　部地区の都市計画

　決定

　⑦北側地区の民間

　開発の誘導・支援

　⑧小杉駅東部地区

　の民間開発の誘導・

　支援

●エリアマネジメント活

動への支援

事業推進

●駐輪場の整備着手

●南口広場整備に向

けた関係機関との協

議、調整

事業推進

　②組合解散(2014年

　度)

●整備促進地区

　①完成、組合解散

　②完成

　④組合設立、権利

　変換

　⑥整備促進

事業内容・目標

●整備促進地区

　・新中原図書館開館

　都市計画決定

　⑥整備着手

●駐輪場の詳細設計

●南口広場の詳細設

計

●用地取得

●ペデストリアンデッキ

の完成

●整備促進地区

　①南口地区西街区

　の整備促進

　②南口地区東街区

　の権利変換認可、

　整備着手

　③小杉町３丁目中央

　地区の権利変換認

　可、整備着手

　④小杉町３丁目東地

　区の準備組合支援

　⑤新丸子東３丁目地

　区の協議調整、整備

　推進

●新規地区の民間開

発の誘導

●エリアマネジメント活

動への支援

施策計画名 現状

●早期の工事概成に

向けた新たな取組の推

進

　①登戸２号線の整備

　着手

　②集団移転の先行

　実施

●架け替え工事着手

●早期の工事概成に

向けた新たな取組の推

進

　①整備

　②集団移転部分の

　整備

●完成

●整備効果の高い箇

所の重点的な整備

　①登戸１号線の整備

　②登戸３号線の整備

　③交通広場周辺の

　整備

●早期の工事概成に

向けた新たな取組の推

進

　①登戸２号線の整備

　に向けた検討

　②商店街の段階的な

　集団移転に向けた協

　議・調整

●小泉橋架け替えに

向けた調整

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地

区の整備

●鷺沼駅周辺交通環

境等の改善に関する

基本方針のとりまとめ

●駅周辺の交通環境

改善に向けた取組の

推進

●鷺沼駅北口改札口

の開設(2011年３月）

●北口改札口の整備

にあわせた既存駐輪

場の移設及び前面道

路の歩道整備（2010年

度）

●鷺沼駅周辺交通環

境等の調査・検討

●鷺沼駅周辺交通環

境等の改善に関する

検討

●鷺沼駅周辺交通環

境等の調査

事業推進

●都市計画道路周辺

など整備効果の高い

箇所の重点的な整備
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プラン７

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：広域交通体系の整備と交通ネットワークの形成

（都市計画道路）

●都市計画道路整備

の推進

・宮内新横浜線（宮内）

及び関連道路（国道

409号、幸多摩線）

●都市計画道路整備

の推進

●都市計画道路整備

の推進

・苅宿小田中線（Ⅲ期）

・苅宿小田中線（Ⅰ期）

・東京丸子横浜線（市

ノ坪）

・東京丸子横浜線（木

月）

・丸子中山茅ヶ崎線

（小杉御殿町、蟻山

坂）

・東京丸子横浜線（木

月）完成

・苅宿小田中線（Ⅰ期）

完成

・野川柿生線（久本、

王禅寺）

・宮内新横浜線（子母

口）

・宮内新横浜線（子母

口）完成

・溝ノ口線着手

・向ヶ丘遊園駅菅生線

（白井坂）完成

・鹿島田菅線（多摩）完

成（2010年度）

・登戸２号線（多摩沿

線）

・世田谷町田線（登

戸、片平、上麻生）

・尻手黒川線（Ⅲ期）完

成（2010年度）

・菅早野線（下麻生）着

手（2010年度）

・世田谷町田線（万福

寺）

・尻手黒川線（Ⅳ期）

・菅早野線（白山）

・菅早野線（下麻生）

・柿生町田線（柿生駅

南口）

・世田谷町田線（万福

寺）完成

・菅早野線（白山）完成

（国道・県道）

●国道・県道の道路改

良事業の推進

●国道・県道の道路改

良事業の推進

・一般県道扇町川崎停

車場（南渡田）完成

●国道・県道の道路改

良事業の推進

●国道・県道の道路改

良事業の推進

・国道409号（小杉）

 着手（2010年度）

・国道409号（二子）

 完成（2010年度）

・国道409号（市ノ坪、

小杉）

沿道整備街路事業に

よる事業検討・整備推

進

・国道409号（小杉御殿

町）着手

・主要地方道横浜

 生田（菅生）完成

 （2010年度）

・主要地方道川崎府中

（枡形・生田）、横浜生

田（東三田）

・主要地方道川崎府

 中（長尾）着手

・主要地方道川崎府中

（長尾）完成

・主要地方道世田谷

 町田（高石）完成

 （2010年度）

・一般県道稲城読売ラ

ンド前停車場（細山）完

成

・一般県道上麻生連光

寺（片平）

・主要地方道横浜上麻

生（下麻生）

・一般県道上麻生連光

寺（片平）完成

事業推進

現状
事業内容・目標

幹線道路網の整備（街路・道

路）
都市活動を支える都市基盤として

の都市計画道路や国・県道の整

備を推進します。

施策計画名

●都市計画道路整備

の推進

・宮内新横浜線（宮内）

及び関連道路（国道

409号、幸多摩線）着

手（2010年度）
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プラン７ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

都市計画道路網の見直し

社会経済情勢を踏まえた適切な

都市計画道路網への対応に向け

た見直しを推進します。

京浜急行大師線連続立体交差

の推進

渋滞解消、踏切事故解消、分断さ

れた地域の一体化による利便性

の向上などに向けた京浜急行大

師線の連続立体交差化を推進し

ます。

ＪＲ南武線連続立体交差の推

進

渋滞解消、踏切事故解消、分断さ

れた地域の一体化による利便性

の向上などに向けたＪＲ南武線の

連続立体交差化を推進します。

川崎縦貫道路の整備

本市の都市機能強化に向けた川

崎縦貫道路の整備を促進します。

川崎縦貫鉄道の整備

川崎縦貫鉄道の事業化に向けた

取組を推進します。

総合都市交通計画の策定

川崎市がめざすべき総合都市交

通体系構築に向け、計画を策定し

ます。

事業推進

事業推進●方針に基づく、見直

し候補の残り３路線５

区間の取組

　①関係者協議・調整

事業推進

●総合都市交通計画

に基づく交通施策の推

進

●JRや国、横浜市など

関係機関との調整（合

意形成に向けた取組）

●事業実施に向けた

調査・検討（構造、工

法の比較検討）

事業推進

●Ⅰ期事業の整備促

進

　①高速部（大師ジャ

　ンクション～国道15

　号間）の整備に向け

　た取組の推進

事業推進

●提言を踏まえて総合

都市交通計画への反

映

●総合都市交通計画

に基づく取組の推進

●事業実施に向けた

調査・検討(事業採算

性等の検討)

●都市計画道路網見

直し方針の策定（2008

年度）

●見直し候補７路線11

区間のうち、４路線６

区間の手続完了

・元住吉線及び小杉木

月線の都市計画廃止

・二子千年線及び長尾

宮崎線の都市計画変

更

●方針に基づく、見直

し候補の残り３路線５

区間の取組

　①野川柿生線の見

　直しに向けた路線変

　更の検討

　②清水台交差点や

　大田神奈川線の関

　連事業との調整や

　道路線形等の事業

　実施に向けた見直し

　等の検討

●方針に基づく、見直

し候補の残り３路線５

区間の取組

　①概略設計

●「新技術による川崎

縦貫鉄道整備推進検

討委員会」での検討

●連続立体交差事業

の事業実施に向けた

調査・検討及びJRや

国、横浜市など関係機

関との調整

●段階的整備区間（小

島新田駅から東門前

駅間）の事業推進

●段階的整備区間以

降の整備に向けた取

組の推進

●Ⅰ期事業の整備促

進

　①高速部（殿町～大

　師ジャンクション間）

　における関連工事等

　の完了

●大師ジャンクション

（横浜方向出入口）部

分開通（2008年度）

●殿町～大師ジャンク

ション間開通（2010年

度）

●国道409号（大師

ジャンクション～国道

15号間）の街路先行

整備等の促進

●Ⅱ期計画の早期具

体化に向けた取組の

推進

事業推進●総合都市交通計画

の検討・策定

事業内容・目標

●段階的整備区間（東

門前駅～小島新田駅

間）の事業推進

●鈴木町駅～東門前

駅間の整備に向けた

取組の推進

●第２期事業区間（別

線区間）における関連

事業等との調整

●「新技術による川崎

縦貫鉄道整備推進検

討委員会」からの提言

●段階的整備区間（東

門前駅～小島新田駅

間）の事業推進

・産業道路立体交差化

の完成

●Ⅰ期事業の整備促

進

　①高速部（殿町～大

　師ジャンクション間）

　における関連工事等

　の整備促進

　②国道409号（大師

　ジャンクション～国道

　15号間）の街路先行

　整備等の促進

●Ⅱ期計画の早期具

体化に向けた取組の

推進

●総合都市交通計画

の検討

●総合都市交通計画

の検討

施策計画名 現状
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プラン７

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：臨海部の戦略的な土地利用の促進

（戦略的マネジメント） 事業推進

臨海部立地企業の動向を的確に

把握し、情報の適切な管理・分析

を行うとともに、土地利用誘導ガイ

ドラインと地区カルテを作成し、こ

れらに基づく課題解決アクションの

実施や土地利用誘導の展開を図

る「戦略的マネジメント」の推進に

よって、臨海部の活性化を図りま

す。浮島１期地区については、暫

定利用を継続するとともに、市街

化区域編入に向けた取組を進め

ます。

（浮島１期地区）

●暫定利用の継続

●土地利用の方向性

の検討

●暫定利用の継続

●土地利用計画の検

討

●土地利用基本方針

の見直し

●土地利用計画の策

定

●市街化区域編入に

向けた検討

●市街化区域編入

●本格的土地利用の

推進

浜川崎駅周辺地域の拠点整備

都市再生総合整備事業を活かし

た整備を進めるとともに、広域的

視点から求められる機能立地に向

け、大規模事業所の土地利用転

換を視野に入れ、整備計画に沿っ

たまちづくりを誘導します。

アクションプログラム：臨海部における国際競争拠点の形成

（川崎殿町・大師河原地域）

（殿町３丁目地区）

●再生医療・新薬開発

センター整備への支援

実施

●（仮称）産学公民連

携研究センターの整備

事業者の募集・決定

●再生医療・新薬開発

センターの運営開始

●（仮称）産学公民連

携研究センターの整備

●第３段階の立地誘

導の推進

●立地企業等の誘導

による拠点形成の推

進

●（仮称）産学公民連

携研究センターの開

設・運営

●（仮称）産学公民連

携研究センターの運営

（羽田連絡道路）

●関係機関とのルー

ト・構造等の協議・検討

●周辺環境などの調

査

●関係機関とのルー

ト・構造等の協議・検討

●測量及び概略設計

●周辺環境などの調

査

●都市計画手続

●環境影響評価

施策計画名

川崎殿町・大師河原地域の拠

点整備

臨海部の戦略的な土地利用誘

導 ●戦略的マネジメント

による臨海部の持続

的発展の推進

　①情報の適切な管

　理

　②土地利用誘導ガイ

　ドラインに基づく誘導

　③地区カルテの更

　新、課題解決アクショ

　ンの実施

　④臨海部に係るPR

　の推進

●塩浜地区再編整備

の基本方針の策定

●産業道路駅前バス

交通広場の整備の検

討

・接続道路の安全対策

の実施

事業推進

●国際競争拠点形成

戦略の検討

●土地区画整理事業

の推進

●土地利用誘導の推

進

●企業誘致による拠

点形成の推進

●殿町３丁目地区へ

のアクセス改善の検討

●国際競争拠点形成

戦略の策定・推進

●土地区画整理事業

の推進

●土地利用誘導の推

進

●企業誘致による拠

点形成の推進

●殿町３丁目地区へ

の歩行者等アクセスの

改善の実施

●国際競争拠点形成

戦略の推進

●殿町３丁目地区へ

の歩行者等アクセスの

改善の完了

臨海部を先導する戦略的な拠点

形成をめざし、神奈川口構想の実

現に向けた取組を推進します。ま

た、殿町３丁目地区については、

イノベーションの創出により、京浜

臨海部の持続的な発展と日本の

経済成長を牽引する国際競争拠

点「地区名称：KING SKYFRONT

（キング　スカイフロント）」として、

ライフサイエンス・環境分野の産業

集積や、先導的な研究機関等の

集積を促進します。

●浜川崎駅周辺地域

の整備計画に沿ったま

ちづくりの誘導

●関係機関等との協

議調整

●小田栄西地区のま

ちづくりの促進

現状

●戦略的マネジメント

による臨海部の持続

的発展の推進

　①情報の適切な管

　理

　②土地利用誘導ガイ

　ドラインに基づく誘導

　③地区カルテの更

　新、課題解決アクショ

　ンの実施

　④臨海部に係るPR

　の推進

●塩浜地区再編整備

の基本方針に基づく整

備の推進

●塩浜地区内アクセス

改善の実施

●産業道路駅前バス

交通広場の整備に向

けた協議・調整

●産業道路駅前バス

交通広場の段階的整

備

・バスバースの供用開

始

●浜川崎駅周辺地域

の整備計画に沿ったま

ちづくりの誘導

●関係機関等との協

議調整

●小田栄西地区のま

ちづくりの促進

事業推進

事業内容・目標

81



 

 

プラン７ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

港湾物流機能の強化 （京浜港） 事業推進

●「京浜港共同ビジョ

ン」の策定（2009年度）

●「京浜港共同ビジョ

ン」に基づく取組の推

進

●「京浜港の総合的な

計画」の策定

●「京浜港の総合的な

計画」に基づく取組の

推進

（港湾物流拠点）

●東扇島総合物流拠

点第１期公募で４企業

を誘致

●第２期公募の実施

（2010年度）

●第２期公募における

進出企業による物流

施設の整備促進

●バン・シャーシー

プールの整備着手

（千鳥町再整備）

●「川崎港千鳥町再整

備計画」の策定

●「川崎港千鳥町再整

備計画」に基づく再整

備等の推進

　①鉄道敷の一部撤

　去・改良の着手

●「川崎港千鳥町再整

備計画」に基づく再整

備等の推進

　①鉄道敷の一部撤

　去・改良の推進

　②倉庫・共同事務所

　等の再配置に向けた

　調査・検討

●「川崎港千鳥町再整

備計画」に基づく再整

備等の推進

　②再配置に向けた取

　組の推進

　③荷さばき地の補修

　に向けた調査・検討

●「川崎港千鳥町再整

備計画」に基づく再整

備等の推進

　③整備着手

（浮島１期地区）

●浮島１期地区を取り

巻く状況調査

●土地利用計画の検

討

●土地利用計画の策

定

●港湾計画への反映

等の調整

●港湾計画への位置

づけ

（臨港道路東扇島水江町線）

●国等関係機関との

協議・調整

●国による整備に向け

た取組（2009年度事業

着手)

　①環境影響調査及

　び評価の検討

　②調査及び基本・詳

　細設計

●東扇島内の臨港道

路改良に向けた検討・

調整

●国等関係機関との

協議・調整

●国による整備の取

組

　①環境影響評価手

　続

　②詳細設計・整備着

　手

●東扇島内の臨港道

路改良工事着手

●国による整備の取

組

　②整備促進

●道路改良工事

●国による整備の取

組

現状
事業内容・目標

京浜港（川崎港、東京港、横浜港）

の連携強化を推進し、国際競争力

強化を図ります。また、港湾物流

機能の強化に向けた取組、千鳥町

地区の再整備、浮島１期地区の活

用に向けた取組などを推進し、市

民生活や経済活動の活性化を図

ります。さらに、東扇島の発展及

び機能強化に向けた新たなアクセ

スルートとして、臨港道路東扇島

水江町線の整備を促進します。

施策計画名
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○ 市内には、複数の音楽教育・研究機関、

音楽を愛好する市民や企業によるアマチ

ュア合唱団、吹奏楽団やオーケストラ等、

数多くの音楽活動を行う団体が存在し、

多彩な音楽イベントが行われるなど、音

楽活動が活発に行われています。 

○ 「音楽のまち・かわさき」推進協議会を

中心とした音楽によるまちづくりを一層

推進し、市民への浸透や国際的な文化交

流の充実を図っていく必要があります。 

○ 市内には、教育機関や施設などの映像に

関する地域資源が数多くあり、また映像

関連事業者や人材も多いことから、これ

らを活用することで、地域の活性化を図

るなどのまちづくりにつなげる必要があ

ります。 

○ 本市をホームタウンに、川崎フロンター

レや東芝野球部など日本のトップレベル

の各種競技チーム・アスリートが活躍し

ています。こうしたトップチーム・トッ

プアスリートの活動支援や、市民との交

流などを進める中で、スポーツを通した

川崎の魅力づくりを進めています。 

○ また、生涯を通じて健康的で豊かな生活

を送ることができる社会の実現や、地域

の活性化、産業振興などをめざし、スポ

ーツを通した施策を総合的に推進してい

くことが求められています。 

○ 本市の観光事業は、地域に根ざした資源

に光をあて、市民・民間主導の観光振興

の推進が求められています。羽田空港の

再拡張・国際化により、今後、アジアを

中心とした海外との交流の拡大も見込ま

れ、観光・集客型産業を育成するととも

に、多様な観光資源を創出し、都市イメ

ージの向上を図っていくことが必要です。 

○ また、イメージ向上のためには、市内に

数多くある文化芸術イベントや美術館な

どの芸術文化資源を活用することで、本

市の魅力を発信していくことが必要です。 

○ 多摩川は貴重な自然空間であり、歴史

的・文化的資源です。多摩川の魅力的な

資源を継承・発掘し、情報発信する取組

を市民協働で進めるとともに、市民の憩

いの場、活動の場等として、より快適に

利用できるような取組を進めていく必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

音楽のまち・かわさきの推進 

地域の音楽資源を活かした「音楽のまち・かわさき」の推進 

・「音楽のまち・かわさき」推進協議会への支援 

・「モントルージャズフェスティバル」等の開催支援 

・ミューザ川崎における「フェスタサマーミューザ」の開催など、市民への良質な音楽の提供 

・2011年度 中国・瀋陽市との姉妹都市提携30周年記念の音楽等による文化交流事業の 

実施 

・2012年度 オーストリア・ザルツブルク市、ドイツ・リューベック市との友好都市提携 

20周年記念の音楽等による文化交流事業の実施 

 

 

 プラン８ 川崎の魅力を育て発信する取組 

 状況認識と本市の課題 

 アクションプログラム 
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映像のまち・かわさきの推進 

地域の映像資源を活用した「映像のまち・かわさき」の推進 

・「映像のまち・かわさき」推進フォーラムの活動への支援 

・日本映画大学と連携した小学校や地域での映像制作への支援による人材の育成 

・映画コンクール表彰式川崎開催の支援 

 

ホームタウンスポーツの振興 

ホームタウンスポーツの推進 

・パブリシティ活動（メディアへの広報活動）や市広報媒体を通じたホームタウン推進パート

ナーのＰＲの実施 

・小・中学校での巡回サッカー教室の開催 

総合的なスポーツ施策の推進  

・総合型地域スポーツクラブの育成及び設立支援 

・大規模スポーツ大会の実施（国際陸上競技大会、日本陸上競技選手権大会、トランポリンワ

ールドカップ川崎大会など） 

・2011年度 スポーツ振興基本計画の策定 

 

シティセールスの推進と観光振興 

産業を核とした地域観光資源の創出・拡充と多様な情報発信 

・「川崎産業観光ツアー」及び「川崎工場夜景関連ツアー」の実施 

シティセールスの推進 

・メディアリレーションの構築とパブリシティ活動の強化 

・イメージアップ事業の展開 

アートを活かしたまちづくりによる魅力発信 

・「川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）」の開催支援 

文化芸術振興による魅力発信 

・2011年度 岡本太郎生誕100年記念事業の実施 

・  〃   藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム開館 
・  〃   青少年科学館改築整備完了・開館 
東海道を活用したまちづくりによる魅力発信 

・2013年度 （仮称）東海道まちづくり文化・交流拠点の開設 

 

多摩川プランに基づく施策の推進 

多摩川における豊かな河川空間の創出をめざす「多摩川プラン」の推進 

・等々力・丸子橋地区周辺エリアの再整備 

・マラソンコースの計画的な改修工事 

・バーベキュー広場の開設及び運営 

・水辺の楽校の活動支援 
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プラン８

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：音楽のまち・かわさきの推進

音楽のまちづくりの推進

「音楽のまち・かわさき」推進協議

会などの民間活力を活かすこと

で、市内の身近な場所での良質な

音楽の提供と交流による、音楽の

まちづくりを推進します。

アクションプログラム：映像のまち・かわさきの推進

映像によるまちづくりの推進

本市の映像に係る地域の資源を

活用し、映像関連の民間の動きと

の連携による取組を進め、地域の

活性化につなげることなど、映像

を核としたまちづくりを推進しま

●中長期的な修繕計

画に基づく予防保全型

の維持補修の推進

●英国・シェフィールド

市との友好都市提携

20周年を記念したコン

サート及び写真展の開

催（2010年度）

●東京交響楽団によ

る巡回コンサートの開

催

●中華人民共和国・瀋

陽市との姉妹都市提

携30周年を記念した音

楽等による文化交流

事業の実施

●東京交響楽団によ

る巡回コンサートの開

催

●オーストリア・ザルツ

ブルク市との友好都市

提携20周年を記念した

音楽等による文化交

流事業の実施

●ドイツ・リューベック

市との友好都市提携

20周年を記念した音楽

等による文化交流事

業の実施

●海外姉妹友好都市

等との音楽等による文

化交流事業の実施

●「フェスタサマー

ミューザ」の開催

●海外オーケストラに

よる演奏会の開催

●川崎シンフォニー

ホールの機能維持・向

上のための中長期的

な修繕の考え方の検

討・とりまとめ

●「フェスタサマー

ミューザ」の開催

●海外オーケストラに

よる演奏会の開催

●川崎シンフォニー

ホールの機能維持・向

上のための中長期的

な修繕計画策定に向

けた検討・調整

●「音楽のまち・かわさ

き」推進協議会の支援

●「アジア交流音楽

祭」、「交流の響き」等

の開催支援

●モントルージャズフェ

スティバル等の開催支

援

●「映像のまち・かわさ

き」推進フォーラムの

活動への支援

●日本映画大学との

連携による小学校や

地域における映像制作

活動への支援などを

通じた人材育成に向け

た取組

●NPO法人との連携に

よる地域ボランティア

の参加体制の確立に

向けた取組

●「こども映像シンポ

ジウム」の開催

●映画コンクール表彰

式川崎開催の支援

●中長期的な修繕計

画の策定

施　策　計　画　名 現　　状
事　業　内　容　・　目　標

事業推進●「音楽のまち・かわさ

き」推進協議会の支援

●「アジア交流音楽

祭」、「交流の響き」等

の開催支援

事業推進●「映像のまち・かわさ

き」推進フォーラムの

活動への支援

●日本映画学校との

連携による小学校や

地域における映像制作

活動への支援などを

通じた人材育成に向け

た取組

●NPO法人との連携に

よる地域ボランティア

の参加支援

●「こども映像シンポ

ジウム」の開催

●「毎日映画コンクー

ル表彰式」川崎開催の

支援
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プラン８ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：ホームタウンスポーツの振興

ホームタウンスポーツの推進

ホームタウンスポーツ推進パート

ナーと連携した取組を進め、川崎

のアピール・魅力づくりを図りま

す。

総合的なスポーツ施策の推進

本市のスポーツ施策の内容や方

向性を定める「スポーツ振興基本

計画」を策定し、「スポーツのま

ち・かわさき」を推進することで地

域の活性化につなげます。

また、地域住民が主体となって運

営する総合型地域スポーツクラブ

を育成して、地域に根ざしたス

ポーツ振興を推進します。

●大規模スポーツ大

会の実施

　①国際陸上競技大

　会

　②日本陸上競技選

　手権大会

　③トランポリンジャパ

　ンクラブチャンピオ

　ンシップ

　④トランボリンワール

　ドカップ川崎大会

●競技スポーツ選手、

指導者育成事業の推

進

●各種スポーツ事業

の実施

●新たな「スポーツ振

興基本計画」の策定

●総合型地域スポー

ツクラブの川崎区・宮

前区での設立（各区１

クラブの設立完了）

●育成アドバイザー派

遣などの設立準備会

の活動支援

●広報などによる既存

クラブの活性化支援

●総合型地域スポー

ツクラブの設立支援

●新たな「スポーツ振

興基本計画」に基づく

事業推進

施　策　計　画　名

●総合型地域スポー

ツクラブの市内５クラブ

設立

●育成アドバイザー派

遣などの設立準備会

の活動支援

●広報などによる既存

クラブの活性化支援

事業推進

事業推進

事　業　内　容　・　目　標

●市制記念試合等へ

の市民招待の実施

●小・中学校での巡回

サッカー教室の開催

●川崎フロンターレの

区民祭等への参加促

進

●市制記念試合等へ

の市民招待の実施

●小・中学校での巡回

サッカー教室の開催

●川崎フロンターレの

区民祭等への参加促

進

●大規模スポーツ大

会の実施

　①国際陸上競技大

　会

　②日本陸上競技選

　手権大会

　③トランポリンジャパ

　ンクラブチャンピオ

　ンシップ

●競技スポーツ選手、

指導者育成事業の推

進

●各種スポーツ事業

の実施

●新たな「スポーツ振

興計画」の策定に向け

た取組の推進

●ホームタウンスポー

ツ推進パートナーとの

連携による本市の魅

力発信

●パブリシティ活動を

通じた情報発信や市

広報媒体の活用など

による各パートナーの

PRの実施

●ホームタウンスポー

ツ推進パートナーの公

式戦への市民招待の

実施

●ホームタウンスポー

ツ推進パートナーとの

連携による本市の魅

力発信

●パブリシティ活動を

通じた情報発信や市

広報媒体の活用など

による各パートナーの

PRの実施

●ホームタウンスポー

ツ推進パートナーの公

式戦への市民招待の

実施

現　　状
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プラン８

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：シティセールスの推進と観光振興

観光の振興

多様な広報戦略を展開し、観光に

よる市内への集客を推進するとと

もに、観光協会、商工会議所、市

内企業等と連携して産業を核とし

た地域観光資源の創出・拡充を図

ります。

シティセールスの推進

さまざまなメディアの活用や民間

事業者との連携により、海外も含

め、市内外に向けたシティセール

スを推進します｡

アートを活かしたまちづくり

の推進

市民の芸術文化の創造・発信・交

流を促進し、文化芸術を活かした

まちづくりを推進します。

事業推進

●「川崎・しんゆり芸術

祭（アルテリッカしんゆ

り）」の開催支援等によ

る市北部地域における

芸術のまちづくりの推

進

●「川崎・しんゆり芸術

祭（アルテリッカしんゆ

り）」の開催支援等によ

る市北部地域における

芸術のまちづくりの推

進

●メディアリレーション

の構築とパブリシティ

活動の強化

●本市魅力情報の効

果的な発信

●イメージアップ事業

の展開

施　策　計　画　名

事業推進

事　業　内　容　・　目　標

●市内への集客推進

　①民間主導の「川崎

　産業観光ツアー」及

　び「川崎工場夜景関

　連ツアー」の推進

　②教育旅行誘致活

　動の実施

●産業観光情報の発

信

　①ホームページやパ

　ンフレット等による情

　報発信の実施

　②川崎産業観光シン

　ポジウムの開催

●川崎産業観光検定

の実施及び合格者の

活用・支援

●市内への集客推進

　①民間主導の「川崎

　産業観光ツアー」及

　び「川崎工場夜景関

　連ツアー」の推進

　②教育旅行誘致活

　動の実施

●産業観光情報の発

信

　①ホームページやパ

　ンフレット等による情

　報発信の実施

　②川崎産業観光シン

　ポジウムの開催

●川崎産業観光検定

の実施及び合格者の

活用・支援

●観光振興のための

情報発信の推進

　①ホームページ・パ

　ンフレットによる情報

　の発信

　②主要駅（川崎・登

　戸）での観光情報案

　内の実施

　③羽田空港６県市観

　光情報センターの共

　同運営

●ビジット・ジャパン・

キャンペーン関連事業

の実施

●かわさき市民祭りの

開催

現　　状

●観光振興のための

情報発信の推進

　①ホームページ・パ

　ンフレットによる情報

　の発信

　②主要駅（川崎・登

　戸）での観光情報案

　内の実施

　③羽田空港６県市観

　光情報センターの共

　同運営

●ビジット・ジャパン・

キャンペーン関連事業

の実施

●外国語ボランティア

ガイドの育成･活用

●かわさき市民祭りの

開催

事業推進

●メディアリレーション

の構築とパブリシティ

活動の強化

●本市魅力情報の効

果的な発信

●イメージアップ事業

の展開
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プラン８ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

文化芸術振興による魅力発信

市内に数多くある文化芸術に関す

る地域の資源を活用し、文化芸術

の振興を図ることにより本市が持

つ魅力を発信します。

東海道を活用したまちづくり

の推進

（仮称）東海道まちづくり文化・交

流拠点の整備を進め、本市が持

つ魅力を発信します。

アクションプログラム：多摩川プランに基づく施策の推進

多摩川プランの推進

市民団体等と連携しながら、多摩

川における豊かな河川空間の創

出をめざす「多摩川プラン」の推進

に取り組みます。

施　策　計　画　名 現　　状
事　業　内　容　・　目　標

●（仮称)東海道まちづ

くり文化・交流拠点整

備

●青少年科学館の改

築整備着手

●藤子・Ｆ・不二雄

ミュージアムの整備

●開館に向けた広報・

イベントの実施

●岡本太郎生誕100年

のプレイベント等の実

施

●岡本太郎美術館で

の展覧会を中心とした

文化芸術振興事業及

び教育普及事業の実

施

●岡本太郎に関する

資料の収集、保存、調

査研究等の実施（デジ

タルアーカイブ第１期）

●生田緑地の横断的

管理運営体制の構築

に向けた調整・検討

●岡本太郎生誕100年

記念事業の実施

●岡本太郎美術館で

の展覧会を中心とした

文化芸術振興事業及

び教育普及事業の実

施

●岡本太郎に関する

資料の収集、保存、調

査研究等の実施（デジ

タルアーカイブ第２期）

●生田緑地の横断的

管理運営体制の構築

に向けた指定管理者

制度の導入の検討

●「川崎駅周辺地域に

おける文化資源等を活

用したまちづくりの考

え方」策定

●（仮称)東海道まちづ

くり文化・交流拠点基

本計画策定

●（仮称)東海道まちづ

くり文化・交流拠点基

本設計・実施設計

事業推進

●青少年科学館改築

整備完了・開館

事業推進

●藤子・Ｆ・不二雄

ミュージアムの開館

●指定管理者による

効率的・効果的な運営

●新たな魅力の発信

拠点としての藤子・F・

不二雄ミュージアム事

業の推進

●（仮称)東海道まちづ

くり文化・交流拠点開

設

●生田緑地の横断的

管理運営体制の構築

に向けた指定管理者

制度の導入の準備

●指定管理者による

生田緑地の横断的管

理運営の推進

事業推進●多摩川プラン推進会

議の運営

●二子橋、等々力・丸

子橋地区周辺エリアの

再整備

●上平間・古市場地区

周辺エリアの再整備検

討

●多摩川プラン推進会

議の運営

●等々力・丸子橋地区

周辺エリアの再整備実

施

●マラソンコースの計

画的な改修工事実施

●バーベキュー利用

環境の整備実施（簡易

水洗トイレの設置など）

●バーベキュー広場

（有料）の開設及び運

営

●市内３つの水辺の

楽校の設立

●各水辺の楽校の活

動支援

●市内３つの水辺の

楽校間の交流事業の

実施

●流域の他都市の水

辺の楽校等との連携

●バーベキュー利用

環境の整備完了

●指定管理者制度を

導入したバーベキュー

広場の運営
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○ 地方分権改革の具体化に向けた取組が進

められ、法令による義務付け・枠付けの

見直し及び条例制定権の拡大をはじめ、

国庫補助負担金の一括交付金化など、地

方自治制度の抜本的な見直しを視野に入

れた地域主権戦略の取組とその工程が政

府から示されました。 

○ 地方分権改革は、地方と国が一体となっ

て推し進めていくことが必要であり、地

方の自由度を高める真の改革の推進とと

もに、市民との協働による市民自治の確

立など、地方自治体による、一層主体的・

自立的な都市経営が求められています。 

○ 本市においては、転入超過による社会増

を主な要因として人口増加傾向が継続し

ているとともに、地域においては、多様

な市民活動が新しい公共サービスの担い

手として育ちはじめるなど、従来の公共

サービスのあり方が変化しつつあり、コ

ミュニティの役割が、より重要になって

います。 

○ また、市民と行政の協働による豊かな市

民社会の実現に向け、市民自治を拡充し、

市民との情報共有をはじめ、事業の計画

から実施、評価に至る一連の市民参加・

協働を進めるためのしくみや環境の整備、

制度の運用を図っていく必要があります。 

○ このような中で、地域社会が抱えるさま

ざまな課題を、市民が自ら解決していこ

うとする活動が活発に行われるようにな

っています。こうした市民の活動を活か

し、地域の課題解決やうるおいのある地

域社会の形成につなげていくため、市民

の活動を支援し、連携を図ることが行政

に求められています。 

○ 地域の特性を活かしながら、多様な主体

がネットワークを形成し、地域力を高め

ていくとともに、市民にとって身近な存

在である「区役所」を、地域の課題解決

に向けた「市民協働」の拠点としていく

ことが重要です。

 

 

 

 

 

協働のまちづくりの推進 

協働型事業の推進、市民活動支援 

・「協働型事業のルール」に基づく協働型事業の拡充 

・市民活動支援指針に基づく取組の推進（助成金制度の充実、情報の共有化、人材育成等への

支援） 

 

地域コミュニティ施策の推進 

地域コミュニティ施策の推進 

・地域コミュニティの活性化に向けたガイドラインに基づくモデル事業の実施検証 

・町内会・自治会活動の活性化、加入率向上に向けた施策の改善・実施 

 

区役所機能の強化 

区役所機能の強化 

・地域の課題を区役所が主体的に解決するための予算機能の強化 

 

 プラン９ 市民自治と区役所機能の拡充 

 状況認識と本市の課題 

 アクションプログラム 
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区民会議の運営 

・区民の参加と協働により、地域社会の課題解決に向けた調査審議を行う区民会議の運営 

・2011年度 第 3期区民会議の運営 

・2012年度 第 4期区民会議の運営開始 

区における地域の課題解決に向けた取組の推進 

・区計画の「地域の課題解決に向けた主要な取組」を中心に、地域特性を活かした区づくりや

地域の課題解決に向けた取組を、区民の参加と協働を重視しながら実施 

区役所・支所・出張所等の窓口サービス機能の再編 

・2011年度 出張所届出窓口の区役所集約 

・2012年度 出張所の市民活動コーナーの整備完了 

区役所等庁舎の計画的・効率的な整備の推進 

・区役所等庁舎の計画的・効率的な整備推進 

・2011年度 宮前区役所耐震対策補強工事の完了 

・2012年度 幸区役所庁舎 整備着手 

・  〃   川崎区役所道路公園センターの再整備完了 
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プラン９

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

アクションプログラム：協働のまちづくりの推進

協働型事業の推進

協働の意義、手法等を基本的な

内容とする「協働型事業のルー

ル」に基づき協働型事業の拡充を

進めます。

市民活動の支援

市民活動支援指針に基づき、人

材、資金、場、情報に関する施策

に取り組むことにより、市民活動の

活性化を図ります。

アクションプログラム：地域コミュニティ施策の推進

地域コミュニティ施策の推

進

●「川崎市全町内会連

合会」の活動支援

●町内会・自治会の振

興施策の検討・実施

●「川崎市全町内会連

合会」の活動支援

●町内会・自治会活動

の活性化及び加入率

向上に向けた施策の

改善・実施

アクションプログラム：区役所機能の強化

区役所機能の強化

地域の視点から総合的に課題解

決に取り組む市民協働拠点として

区役所機能を強化します。

事業推進

事業推進●地域の課題解決や

協働の推進に向けた

区の計画に基づく取組

の推進

●区の予算機能強化

に向けた検討及び取

組の推進

●「区における総合行

政の推進に関する規

則」の運用

●人材育成基本計画

や区人材育成計画に

基づき、市民との協働

の担い手となる区役所

職員の育成

●区行政改革の取組

の検証及び今後の区

役所のあり方の検討

事業推進

●モデル事業の検証

●モデル事業の施策

化による総合的展開に

向けた取組の推進

●市民活動支援指針

に基づく支援の推進

　①市民活動団体の

　行う事業に対する

　助成金制度の充実

　②市民活動ポータ

　ルサイトの運営に

　よる情報の共有化

　③人材育成等への

　支援の充実

●市民活動推進委員

会における市民活動支

援拠点に関する検証

及び機能充実に向け

た取組の推進

●市民活動センターの

機能強化

●市民活動支援指針

に基づく支援の推進

　①市民活動団体の

　行う事業に対する

　助成金制度の充実

　②市民活動ポータ

　ルサイトの構築・運

　営

　③人材育成方針に

　基づく育成の推進

●区及び地域の市民

活動支援拠点の充実

●市民活動センターの

機能強化

町内会・自治会、市民活動団体等

が緩やかに連携して、地域の課題

を解決する都市型のコミュニティ

づくりを推進します。

●地域の課題解決や

協働の推進に向けた

区の計画に基づく取組

の推進

●「協働推進事業」・

「区の課題解決に向け

た取組」の見直しの検

討及び「地域課題対応

事業」として再編

●「区における総合行

政の推進に関する規

則」の運用

●地域における課題解

決や協働の担い手とな

る職員の育成

●区行政改革の推進

●「都市型コミュニティ

検討委員会」の最終報

告に基づく地域コミュ

ニティ活性化に向けた

ガイドラインの作成

●ガイドラインによる地

域コミュニティ活性化

に向けた取組の推進

●地域コミュニティ活

性化に向けたモデル事

業の実施

事業推進●「協働型事業のルー

ル」に基づく協働型事

業の拡充

●ルールの広報及び

説明会の開催

●ルールに基づく協働

型事業の拡充

●ルールの広報や市

民・職員向け説明会の

開催

事業内容・目標
施策計画名 現状
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プラン９ 

2011年度 2012年度 2013年度 2014年度以降

区民会議の運営（各区）

区民の参加と協働により、地域社

会の課題を解決するための調査

審議を行う区民会議の適切な運

営を図ります。

区における地域の課題解決

に向けた取組の推進

地域の主な課題の解決に向けて、

事業局との連携も含め、区民の参

加と協働により、区計画における

「主要な取組」を推進します。

区役所・支所・出張所等の

窓口サービス機能の再編

区役所・支所・出張所等の窓口

サービス機能の見直しを行い、効

率的で利便性の高いサービスの

提供を行います。

区役所等庁舎の計画的・効率

的な整備

幸区役所庁舎の再整備をはじめ、

区役所等庁舎の現状を踏まえな

がら、計画的・効率的な整備を進

めます。

●耐震対策補強工事

の実施（宮前区役所）

●区役所の長寿命化

へ向けた整備の実施

●区役所等庁舎及び

庁舎設備の計画的・効

率的な補改修の実施

●川崎区役所道路公

園センターの再整備に

向けた基本・実施設計

●富士見周辺地区整

備計画と連携した川崎

区役所庁舎複合化整

備に係る検討

●耐震対策補強工事

の完了（宮前区役所）

●区役所の長寿命化

へ向けた整備の実施

●区役所等庁舎及び

庁舎設備の計画的・効

率的な補改修の実施

●川崎区役所道路公

園センターの再整備着

手

●川崎区役所庁舎の

複合化整備に係る検

討

●川崎区役所道路公

園センターの再整備完

了

事業推進

●実施設計

●整備着手 ●整備

●完成・供用開始

（2014年度)

●「区役所と支所・出

張所等の窓口サービ

ス機能再編実施方針」

の策定、これに基づく

取組の推進

●出張所の市民活動

コーナーの整備

●自動交付機による

証明書発行拠点の検

討

●行政サービスコー

ナーの適地移転の調

整、新たな機能の検討

●宮前連絡所機能再

編の基本的な考え方・

基本計画策定

●「区役所と支所・出

張所等の窓口サービ

ス機能再編実施方針」

に基づく取組の推進

●出張所届出窓口の

区役所集約

●出張所の市民活動

コーナーの整備

●自動交付機による

証明書発行拠点の検

討

●行政サービスコー

ナーの適地移転に向

けた取組の推進、新た

な機能の検討

●年度末をもって宮前

連絡所を廃止

●障害者の日中活動

支援拠点施設への宮

前連絡所機能再編に

向けた取組の推進

●柿生連絡所のあり方

検討

●幸区役所庁舎の再

整備に向けた基本方

針・基本計画の策定

●基本設計

●第３期区民会議の

運営

●審議結果に基づき、

参加と協働による課題

解決の取組を推進

●第４期区民会議の

運営

事業推進

●検討結果を踏まえた

取組の推進

●柿生連絡所機能再

編基本計画策定

施策計画名 現状
事業内容・目標

●柿生連絡所機能再

編実施計画策定

事業推進

●開所（2014年度)

事業推進●地域特性を活かした

まちづくりや地域課題

の解決に向けた取組を

事業局との連携や区

民の参加と協働により

推進

●地域特性を活かした

まちづくりや地域課題

の解決に向けた取組を

事業局との連携や区

民の参加と協働により

推進

●第３期区民会議の

運営

●審議結果に基づき、

協働による課題解決

の取組を推進
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重点戦略プラン 計画事業費 

 

重点戦略プランのアクションプログラムを実

行するために、計画期間（2011～201３年度）

に必要と見込んでいる計画事業費は次のとおり

です。なお、重点戦略プランの各事業は実行計

画の中から選定されたものであるため、この事

業費は実行計画の計画事業費の内数となります。

 

（単位　百万円）

2011年度 2012年度 2013年度 合　計

34,510 35,073 35,513 105,096

28,633 21,078 23,725 73,436

44,280 49,941 57,749 151,970

9,955 4,051 6,348 20,354

4,436 5,546 6,883 16,865

38,493 33,465 32,589 104,547

24,825 31,118 25,906 81,849

3,759 1,931 1,756 7,446

1,140 1,903 1,231 4,274

190,031 184,106 191,700 565,837

プラン２

支え合いによる地域福祉社会づくり

プラン３

総合的な子ども支援

　　　　プ　　　　ラ　　　　ン　　　　名

プラン１

安全・安心な地域生活環境の整備

プラン４

環境配慮・循環型の地域社会づくり

プラン５

憩いとうるおいの環境づくり

総　　　　合　　　　計

プラン６

川崎の活力を生み出す産業イノベーション

プラン７

都市拠点・ネットワークの整備と川崎臨海部の再生

プラン８

川崎の魅力を育て発信する取組

プラン９

市民自治と区役所機能の拡充
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プラン１　 （単位　百万円）

2011年度 2012年度 2013年度

34,510 35,073 35,513

2011年度の内訳

危機管理・防災対策の推進 316

(仮称)健康安全研究センターの整備・運営 5

総合的な耐震化対策及び災害に強いまちづくりの推進 7,500

治水・雨水対策の推進 7,967

防犯対策の推進 402

消防署所の整備・改築 591

救急活動の充実 -             

救急救命士の養成 46

救急医療体制確保対策の推進 782

安全・安心な都市基盤の整備 9,523

安全で利用しやすい地域交通環境の整備 351

公共建築物の長寿命化対策等による適切な維持管理 4,482

総合的な放置自転車対策の推進 2,534

自転車利用環境の整備 11

プラン２　 （単位　百万円）

2011年度 2012年度 2013年度

28,633 21,078 23,725

2011年度の内訳

民間特別養護老人ホームの整備 2,279

介護老人保健施設の整備 180

その他の多様な居住環境の整備 3,929

認知症に関する相談支援体制の整備 15

日中活動の場の確保と在宅生活の支援 9,697

居住環境の整備 1,707

障害者の就労支援 39

総合リハビリテーションセンターの整備 1,081

福祉センターの再編整備 46

井田病院の再編整備 8,958

地域医療の推進 127

高齢者の生きがいづくり 16

健康づくり・介護予防の推進 556

いきいきシニアライフの促進 3

安全・安心な地域生活環境の整備

支え合いによる地域福祉社会づくり

 
 

※ 施策執行体制の整備により取り組む事業や費用を伴わない事業などについては、2011年度の事業費内訳を「－」で表示

しています。 

※ 百万円未満を四捨五入しているため、事業別の内訳は合計と一致しない場合があります。 
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プラン３ （単位　百万円）

2011年度 2012年度 2013年度

44,280 49,941 57,749

2011年度の内訳

保育受入枠の拡大 6,169

民間活力による多様な保育サービスの提供 13,854

次世代育成支援対策の推進 5,210

地域における子育て支援の推進 371

区における総合的な子ども支援の推進 62

高度専門的な相談支援の充実 461

要保護児童支援施策の推進 38

教育改革の推進 -             

学校教育活動の充実 863

児童生徒指導・相談の充実（いじめ・不登校等への対策） 298

特別支援教育の推進 303

義務教育施設等の効率的マネジメント 14,501

児童生徒の増加に対応した教育環境の整備 1,836

特色ある学校づくり 185

地域に開かれた学校づくり 127

プラン４ （単位　百万円）

2011年度 2012年度 2013年度

9,955 4,051 6,348

2011年度の内訳

環境技術を活かした国際貢献 131

地球環境配慮の推進 122

再生可能エネルギー導入の推進 206

生ごみリサイクルの推進 18

分別収集の拡充 1,165

3焼却処理施設体制の構築に向けた取組の推進 8,312

総合的な子ども支援

環境配慮・循環型の地域社会づくり
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プラン５ （単位　百万円）

2011年度 2012年度 2013年度

4,436 5,546 6,883

2011年度の内訳

富士見周辺地区の整備　 71

等々力緑地の整備 316

生田緑地の整備 1,811

長期未整備公園緑地の見直し 8

緑地保全の推進 1,724

市民との協働による緑化運動の推進 399

緑化推進重点地区の整備 22

臨海部緑の環境整備 9

小田公園のリフレッシュ 76

プラン６ （単位　百万円）

2011年度 2012年度 2013年度

38,493 33,465 32,589

2011年度の内訳

経済の国際化への対応 60

国際的視点に基づく水道を活用した産業施策の推進 38

国際的視点に基づく環境産業施策の推進 45

環境分野における産業の振興 6

「かわさき基準（ＫＩＳ）」に基づく福祉産業の振興 53

生活向上に向けた新たな産業の振興 3

ナノ・マイクロテクノロジ－を核とした先端研究開発の推進 4,637

オープンイノベーションの推進 37

地産地消の推進 31

都市農業の活性化の推進 7

中小企業支援 32,411

ものづくり産業の振興 28

地域商業の振興 75

産業人材の育成と活用 1

就業の支援 1,061

憩いとうるおいの環境づくり

川崎の活力を生み出す産業イノベーション
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プラン７ （単位　百万円）

2011年度 2012年度 2013年度

24,825 31,118 25,906

2011年度の内訳

川崎駅周辺地区の整備 757

新川崎・鹿島田駅周辺地区の整備 2,653

小杉駅周辺地区の整備 3,451

溝口駅南口広場の整備 30

宮前平・鷺沼駅周辺地区の整備 3

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区の整備 3,218

幹線道路網の整備（街路・道路） 5,843

都市計画道路網の見直し 10

京浜急行大師線連続立体交差の推進 6,109

ＪＲ南武線連続立体交差の推進 48

川崎縦貫道路の整備 344

川崎縦貫鉄道の整備 12

総合都市交通計画の策定 13

臨海部の戦略的な土地利用誘導　 59

浜川崎駅周辺地域の拠点整備 1

川崎殿町・大師河原地域の拠点整備 35

港湾物流機能の強化 2,240

プラン８ （単位　百万円）

2011年度 2012年度 2013年度

3,759 1,931 1,756

2011年度の内訳

音楽のまちづくりの推進 1,240

映像によるまちづくりの推進 14

ホームタウンスポーツの推進 31

総合的なスポーツ施策の推進 87

観光の振興 67

シティセールスの推進 45

アートを活かしたまちづくりの推進 15

文化芸術振興による魅力発信 2,048

東海道を活用したまちづくりの推進 25

多摩川プランの推進 187

川崎の魅力を育て発信する取組

都市拠点・ネットワークの整備と川崎臨海部の再生
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プラン９ （単位　百万円）

2011年度 2012年度 2013年度

1,140 1,903 1,231

2011年度の内訳

協働型事業の推進 -             

市民活動の支援 136

地域コミュニティ施策の推進 33

区役所機能の強化 -             

区民会議の運営（各区） 39

区における地域の課題解決に向けた取組の推進 385

区役所・支所・出張所等の窓口サービス機能の再編 3

区役所等庁舎の計画的・効率的な整備 543

市民自治と区役所機能の拡充
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